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経
営
史
料
か
ら
み
る
越
後
屋
の
貸
傘

下
向
井
紀
彦

　
　
は
じ
め
に

一
　
創
業
期
か
ら
一
八
世
紀
半
ば
に
お
け
る
傘
の
調
達
と
管
理

二
　
一
九
世
紀
に
お
け
る
傘
の
調
達
状
況

　
　
お
わ
り
に

は
じ
め
に

［
史
料
一
］

夕
立
に
　
ど
や
ど
や
這
い
入
る
　
駿
河
町
　（
本
稿
四
八
〜
四
九
頁
、
附
表
1
№
5
）

俄
雨
　
ふ
る
ま
ひ
傘
を
　
三
井
出
し
　
　
　（
附
表
1
№
4
）

江
戸
中
を
　
越
後
屋
に
し
て
　
虹
が
ふ
き
　（
附
表
1
№
16
）

研
究
ノ
ー
ト



2

越
後
屋
の
貸
傘
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
三
井
の
呉
服
店
部
門
（
本
店
一
巻
）
で
あ
る
三
井
越
後
屋
（
以
下
、
越
後
屋
）
で
行
わ
れ
て
い
た

傘
の
レ
ン
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。［
史
料
一
］
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
特
に
越
後
屋
の
貸
傘
は
川
柳
の
題
材
と
な
る
こ
と
も
多
く
、
に
わ
か

雨
が
降
っ
て
き
た
と
き
に
、
傘
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
店
内
の
客
や
、
越
後
屋
に
駆
け
込
ん
で
き
た
馴
染
み
の
客
に
対
し
て
傘
を
貸
し
出

し
て
い
る
様
子
や
、
多
く
の
傘
を
貸
し
出
し
た
た
め
に
越
後
屋
の
傘
が
江
戸
中
に
溢
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。

他
の
呉
服
店
で
も
同
様
に
貸
傘
を
し
て
い
た
よ
う
で
、「
呉
服
店
」「
呉
服
屋
」
の
傘
を
題
材
と
し
た
川
柳
も
多
く
あ
る
（
本
稿
四
八
〜
四
九

頁
の
附
表
1
参
照
）。
越
後
屋
を
取
り
あ
げ
た
川
柳
が
群
を
抜
い
て
多
い
も
の
の
、
多
く
の
有
力
呉
服
店
で
に
わ
か
雨
の
際
に
傘
を
貸
し
出

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
ま
で
も
川
柳
を
通
じ
て
貸
傘
の
様
子
を
紹
介
し
た
研
究
は
あ
り
、
そ
の
大
半
は
、
川
柳
を
列
記
し
若
干
の
注
釈
や
コ
メ
ン
ト
を
付
け

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
）
1
（
た
。
こ
れ
ら
の
な
か
で
は
、
越
後
屋
や
呉
服
店
の
貸
傘
を
、
主
に
顧
客
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
面
と
、
宣
伝
と
い
う
面

か
ら
理
解
し
て
い
る
。

顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
、
た
と
え
ば
、
広
告
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ア
イ
テ
ム
の
事
例
と
し
て
貸
傘
を
挙
げ
て
「
何
百
と
い
う
多
数
を
備
へ
、

之
に
一
つ
一
つ
井
桁
三
文
字
の
店
章
と
番
号
と
を
記
し
、
俄
か
雨
に
遭
ふ
て
雨
具
の
準
備
の
な
き
に
苦
る
し
む
何
人
に
も
之
を
貸
与
し
た
も

の
で
あ
っ
）
（
（
た
」
と
す
る
も
の
や
、「
越
後
屋
で
は
、
に
わ
か
雨
の
折
な
ど
傘
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
顧
客
に
貸
傘
の
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
た
が
、

こ
れ
が
有
名
に
な
り
、
川
柳
や
黄
表
紙
に
ま
で
登
場
す
る
ほ
ど
に
な
っ
）
（
（
た
」
と
し
て
、
評
価
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

他
方
、
店
の
宣
伝
の
場
合
、「
三
井
の
宣
伝
の
た
め
の
サ
ン
ド
ウ
ツ
チ
マ
ン
に
、
借
主
は
何
時
の
間
に
か
利
用
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る

の
を
知
ら
ず
に
い
）
4
（
た
」
と
評
価
し
た
り
、
大
丸
を
事
例
に
「
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
の
江
戸
店
開
設
と
と
も
に
、
大
き
い
商
標
の
つ
い
た

「
大
丸
借
傘
」
を
は
じ
め
た
。
こ
れ
は
、
店
の
客
だ
け
で
な
く
、
に
わ
か
雨
に
困
る
交
通
人
に
も
喜
ん
で
貸
し
た
。
返
し
て
も
ら
う
と
い
う

考
え
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
は
江
戸
店
か
ら
全
店
に
拡
げ
て
実
施
し
、
明
治
末
年
の
会
社
組
織
に
な
っ
て
か
ら
も
伝
統
の
美
風
と
し
て
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う
け
継
い
で
、
一
つ
の
名
物
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
こ
の
傘
を
レ
ッ
テ
ル
や
ラ
ベ
ル
に
も
図
案
化
し
、
永
く
宣
伝
に
つ
か
っ
）
5
（
た
」
と
し

て
、
貸
傘
を
宣
伝
に
利
用
し
て
い
た
と
理
解
し
て
い
る
。
ま
た
「
傘
を
来
店
客
に
無
料
で
貸
す
こ
と
に
よ
っ
て
店
の
宣
伝
を
す
る
」「
貸
し

傘
を
広
告
に
用
い
た
」
と
す
る
も
の
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
の
「
当
世
下
手
談
義
」
の
記
述
に
「
俄
ぶ
り
の
雨
の
足

よ
り
、
い
や
増
の
貸
傘
、
弐
千
七
百
六
拾
ば
ん
な
ど
と
、
筆
ぶ
と
に
見
し
ら
せ
、
越
後
屋
・
伊
豆
蔵
の
家
名
、
大
路
一
ぱ
い
に
は
び
こ
り
」

と
あ
り
、
家
名
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
番
号
な
ど
を
筆
太
に
書
き
込
ん
で
見

知
ら
せ
た
と
評
し
て
い
）
6
（
る
。

逆
に
借
り
る
側
か
ら
見
た
と
き
に
「
こ
の
貸
傘
が
俄
雨
の
た
め
の
サ
ー
ビ

ス
か
ら
更
に
変
じ
て
、
こ
の
傘
を
さ
し
て
歩
く
こ
と
が
江
戸
の
若
衆
の
み
え

と
さ
え
な
っ
た
の
で
あ
）
（
（
る
」
と
か
、「
越
の
字
の
傘
を
持
つ
こ
と
は
ス
テ
ー

タ
ス
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
誇
り
で
あ
っ
）
（
（
た
」
と
さ
れ
て
お
り
、
利
用
者
の
見
栄

や
誇
り
に
繋
が
っ
た
と
評
価
す
る
研
究
も
あ
る
。

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
文
学
作
品
に
よ
る
越
後
屋
の
描
写
で
あ
り
、
越
後

屋
を
利
用
し
た
人
々
や
越
後
屋
を
観
察
し
た
人
々
を
通
じ
て
見
た
貸
傘
で
あ

る
。
し
か
し
、
越
後
屋
内
部
の
史
料
の
な
か
に
、
若
干
な
が
ら
傘
に
関
す
る

記
述
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
越
後
屋
の
傘
の
調
達
や
管
理
な
ど
を
見
る

こ
と
も
で
き
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
の
顧
客
サ
ー
ビ
ス
や
店
の
宣
伝
と
い
う
評

価
を
前
提
と
し
つ
つ
、
主
に
本
店
一
巻
の
史
料
を
用
い
て
、
実
際
に
い
つ
頃

第 1表　本稿で扱う本店一巻の店舗

No. 店舗名 所在地／業務 店名前 暖簾印

1 京本店 室町通二条上ル
冷泉町西側／
呉服類の仕入

越後屋
八郎右衛門

丸に井桁三

（ 江戸本店 駿河町北側／
主に呉服類の販売

（ 大坂本店 高麗橋一丁目
南側／
主に呉服類の販売

4 江戸向店 駿河町南側／
関東絹や木綿類の
仕入・販売

越後屋
八郎兵衛

5 江戸芝口店 芝口一丁目
西側／
主に呉服類の販売 松坂屋

八助

注）�　暖簾印は中山五郎左衛門編「江戸独買物案内」文政七年（三井文庫所蔵参
考図書　D409-（0）を一部加工して使用した．
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か
ら
傘
を
配
備
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
背
景
で
傘
の
管
理
を
始
め
た
の
か
、
具
体
的
に
ど
の
程
度
の
本
数
を
配
備
し
て
い
た
の
か
、

ど
の
よ
う
な
と
き
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
た
の
か
な
ど
の
具
体
像
を
、
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
越

後
屋
の
貸
傘
に
つ
い
て
改
め
て
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
か
を
展
望
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
本
店
一
巻
の
店
舗
の
う
ち
、
①
京
本
店
、
②
江
戸
本
店
、
③
大
坂
本
店
、
④
江
戸
向
店
、
⑤
江
戸
芝
口
）
9
（
店
の
五
店
舗
を

扱
う
（
第
1
表
）。
こ
の
う
ち
、
川
柳
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
駿
河
町
の
店
舗
と
い
う
の
は
、
②
江
戸
本
店
・
④
江
戸
向
店
で
あ
る
。
本
稿
で

は
傘
に
書
き
い
れ
る
暖
簾
印
も
見
て
い
く
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
店
舗
で
は
「
丸
に
井
桁
三
」
を
使
用
し
て
い
た
。「
丸
に
井
桁
三
」
は
延
宝

年
間
（
一
六
七
三
〜
一
六
八
一
）
の
終
わ
り
頃
に
三
井
高
利
が
そ
れ
ま
で
の
「
釘
抜
紋
」
か
ら
改
め
た
暖
簾
印
で
あ
り
、
高
利
の
母
・
殊
法

が
高
利
の
夢
に
現
れ
て
暖
簾
印
を
改
め
る
よ
う
告
げ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
）
（1
（
る
。
他
方
、
⑤
江
戸
芝
口
店
は
店
名
前
に
「
松ま
つ

坂さ
か

屋や

八は
ち

助す
け

」
を
、

暖
簾
印
に
「
葉
付
丸
に
竪
二
つ
引
）
（（
（
き
」
を
用
い
て
い
た
。
駿
河
町
の
店
舗
と
異
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
「
越
後
屋
の
傘
」
の
一
部

と
し
て
扱
う
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）　
た
と
え
ば
、
西
原
柳
雨
『
川
柳
江
戸
名
物
』（
春
陽
堂
、
一
九
二
六
年
）、
鈴
木
重
雅
「
川
柳
評
萬
句
合
に
あ
ら
わ
れ
た
る
三
井
呉
服
店
の
研

究
」（『
浪
速
大
学
紀
要
　
人
文
・
社
会
科
学
』
二
、
一
九
五
四
年
）、
同
「
川
柳
評
萬
句
合
に
あ
ら
わ
れ
た
る
三
井
呉
服
店
の
研
究
（
補
遺
）」

（『
浪
速
大
学
紀
要
　
人
文
・
社
会
科
学
』
三
、
一
九
五
五
年
）、
坂
本
信
太
郎
「
川
柳
か
ら
見
た
江
戸
の
商
店
―
越
後
屋
呉
服
店
を
中
心
と
し

て
―
」（『
早
稲
田
商
学
』
二
七
六
、
一
九
七
八
年
）、
花
咲
一
男
『
川
柳
江
戸
名
物
図
絵
』（
三
樹
書
房
、
一
九
九
四
年
、
三
二
〜
三
四
頁
）
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
（
）　
斉
藤
隆
三
『
近
世
時
様
風
俗
』（
三
省
堂
、
一
九
三
五
年
、
一
四
九
頁
・
一
六
八
〜
一
七
七
頁
）。

（
（
）　
三
越
編
『
株
式
会
社
三
越
一
〇
〇
年
の
記
録
』（
三
越
、
二
〇
〇
五
年
、
二
七
頁
）。

（
4
）　
前
掲
鈴
木
論
文
一
九
五
四
年
。
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（
5
）　
大
丸
編
『
大
丸
二
百
五
拾
年
史
』（
大
丸
、
一
九
六
七
年
、
六
五
〜
六
六
頁
）。

（
6
）　
段
上
達
雄
「
傘
の
歴
史
と
民
俗
1
―
和
傘
の
成
立
と
展
開
―
」（『
別
府
大
学
大
学
院
紀
要
』
二
四
、
二
〇
二
二
年
三
月
、
三
四
〜
三
五
頁
）。

（
（
）　
豊
泉
益
三
『
越
後
屋
覚
書
』（
三
邑
社
、
一
九
五
五
年
、
六
六
〜
六
七
頁
）。

（
（
）　
前
掲
坂
本
論
文
一
九
七
八
年
。

（
9
）　
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
本
町
二
丁
目
に
あ
っ
た
小
野
田
家
の
松
坂
屋
の
跡
式
を
引
受
け
た
店
。
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
に
は
本
町
一

丁
目
に
移
転
し
た
た
め
当
初
は
一
丁
目
店
と
呼
ん
で
い
た
。
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
芝
口
一
丁
目
西
側
に
移
転
し
て
江
戸
芝
口
店
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
。

（
10
）　「
商
売
記
」
享
保
七
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
北
三
―
五
）。
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』（
資
料
篇
一
、
一
九
七
三
年
、
三
四
頁
）
に

も
翻
刻
あ
り
。

（
11
）　
形
式
か
ら
見
て
本
稿
で
便
宜
的
に
振
っ
た
名
称
で
あ
り
、
正
式
名
称
は
定
か
で
は
な
い
。

一
　
創
業
期
か
ら
一
八
世
紀
半
ば
に
お
け
る
傘
の
調
達
と
管
理

1　

近
世
に
お
け
る
庶
民
用
の
傘

越
後
屋
の
傘
を
見
て
い
く
前
に
、
ま
ず
本
稿
で
対
象
と
す
る
近
世
の
傘
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
取
り
あ
げ
る
傘
は
、
雨

天
用
の
差
傘
で
、
開
閉
可
能
な
竹
製
の
骨
組
み
に
和
紙
を
張
り
、
和
紙
に
防
水
用
の
油
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
。

「
守
貞
謾
）
1
（
稿
」
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
民
間
で
用
い
ら
れ
る
紙
製
の
傘
は
天
正
頃
に
海
外
か
ら
伝
来
し
た
も
の
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
。
天
和
年
間
（
一
六
八
一
〜
八
四
）
ま
で
、
こ
の
タ
イ
プ
の
傘
の
主
要
生
産
地
は
大
坂
で
あ
り
、
江
戸
で
は
そ
れ
を
移
入
し
て
い

た
。
当
初
、
傘
に
張
ら
れ
た
紙
は
厚
く
、
竹
の
骨
組
の
削
り
も
粗
く
、
結
束
用
の
糸
は
強
く
、
装
飾
糸
も
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
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こ
の
タ
イ
プ
の
傘
は
「
大
黒
屋
の
つ
ん
ぼ
傘
」「
大
黒
傘
」
と
呼
ば
れ
、
近
世
後
期
に
は
「
番
傘
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
江
戸
で
は
下
り
番

傘
の
総
称
と
し
て
「
大
黒
傘
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。「
守
貞
謾
稿
」
の
書
か
れ
た
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
、
江
戸
の
番
傘
は

専
ら
大
坂
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
も
の
を
用
い
て
い
た
と
い
う
。

元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）
に
は
「
蛇
の
目
傘
（
中
央
・
外
周
部
分
に
青
色
の
土
佐
紙
、
中
間
に
白
紙
を
張
っ
た
傘
）」
の
生

産
も
始
ま
り
、
三
都
で
庶
民
に
も
傘
が
普
及
し
て
い
き
、
正
徳
年
間
（
一
七
一
一
〜
一
六
）
以
降
、
江
戸
で
紙
傘
の
生
産
も
始
ま
っ
た
と
い

う
。
大
坂
は
傘
の
一
大
生
産
地
で
あ
り
、
正
徳
四
年
時
点
で
大
坂
か
ら
移
出
さ
れ
た
傘
は
年
間
に
二
三
万
四
二
五
〇
本
、
銀
額
に
し
て
六
五

〇
貫
目
余
で
あ
っ
）
（
（
た
。
な
お
、「
我
）
（
（
衣
」
で
は
、
江
戸
で
の
生
産
開
始
を
貞
享
年
間
（
一
六
八
四
〜
八
八
）
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
享
保
年
間
（
一
七
一
六
〜
三
六
）
頃
か
ら
、
蛇
の
目
傘
の
端
の
青
紙
に
定
紋
（
各
家
で
定
め
て
い
る
紋
）
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。
こ
の
時
点
で
は
青
紙
を
切
り
抜
い
て
白
紙
を
張
っ
た
と
こ
ろ
に
紋
を
描
い
て
い
た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
元
文
年
間
（
一
八
三
六
〜
四

一
）
以
降
、
細
く
軽
い
骨
組
の
傘
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
骨
組
を
磨
き
、
装
束
糸
を
無
く
し
、
白
紙
を
張
っ
た
簡
易
な
傘
が
江
戸
で

製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
述
の
「
我
衣
」
で
は
「
手
ぬ
き
を
し
て
下
直
に
う
る
」
も
の
と
評
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
守
貞
謾
稿
」
の
記
述
に
依
拠
す
る
と
、
近
世
に
お
い
て
庶
民
に
紙
製
の
傘
が
普
及
し
た
の
は
元
禄
年
間
以
降
で
あ
り
、

江
戸
で
の
傘
の
生
産
が
始
ま
っ
た
の
は
貞
享
年
間
か
正
徳
年
間
頃
で
、
特
に
元
文
年
間
以
降
、
廉
価
で
簡
易
な
傘
が
量
産
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
前
に
主
要
な
雨
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
は
菅
笠
と
合
羽
で
あ
っ
た
。
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八

世
紀
前
半
に
か
け
て
、
紙
製
の
傘
が
庶
民
の
手
に
行
き
届
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

2　

創
業
期
の
越
後
屋
に
お
け
る
傘
の
調
達

（
1
）
黎
明
期
の
傘
の
記
録
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そ
れ
で
は
、
越
後
屋
の
傘
が
い
つ
頃
か
ら
確
認
で
き
る
か
見
て
い
き
た
い
。
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
三
井
高
利
と
そ
の
子
ど
も
た
ち

に
よ
っ
て
本
町
一
丁
目
で
開
業
し
た
越
後
屋
は
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
駿
河
町
に
移
転
し
、
以
後
駿
河
町
を
江
戸
の
本
拠
地
と
し
て

商
売
を
続
け
る
。
本
町
に
店
を
構
え
て
い
た
頃
の
越
後
屋
の
傘
に
関
す
る
記
述
は
無
い
が
、
創
業
時
の
品
物
の
な
い
時
に
、
箪
笥
に
紙
屑
や

編
笠
を
入
れ
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
残
っ
て
い
）
4
（
る
。
現
時
点
で
確
認
で
き
る
最
も
古
い
傘
の
調
達
記
録
は
、
元
禄
三
年
（
一
六
九

〇
）
の
記
事
で
あ
る
。

［
史
料
）
5
（
二
］

　
　
本
店
遣
之
定

　
　
　
　（
中
略
）

一
百
廿
匁
　
　
　
　
　
　
か
ら
か
さ
五
十
本

　
　
か
ら
か
さ
ハ
　
　
　
て
う
ち
ん
四
五
本

　
　
安
キ
か
よ
く
候
　
　
雨
せ（障
子
）

う
し
之
分

こ
れ
は
高
利
の
六
男
・
高
好
の
作
成
し
た
「
宗
感
覚
帳
」
と
い
う
記
録
の
一
節
で
、
江
戸
本
店
の
雑
費
に
関
す
る
記
述
の
一
部
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
銀
一
二
〇
匁
で
唐
傘
五
〇
本
、
提
灯
四
〜
五
本
、
雨
障
子
を
調
達
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
唐
傘
は
安
い
も
の
が
良
い
と
し
て

お
り
、
極
力
安
価
に
唐
傘
を
大
量
調
達
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
同
年
の
江
戸
店
の
奉
公
人
は
八
〇
人
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
お
）
6
（
り
、
調
達
し
て
い
る
傘
の
本
数
は
奉
公
人
の
人
数
よ
り
も
少
な
い
。
こ
の
時
点
で
既
に
店
に
配
備
さ
れ
て
い
る
傘
も
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
奉
公
人
一
人
に
一
本
ず
つ
傘
を
配
備
す
る
必
要
は
無
い
に
せ
よ
、
後
年
に
比
べ
る
と
傘
の
調
達
本
数
と
し
て
は
控
え
め
で
あ
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る
。
江
戸
出
店
か
ら
一
七
年
後
、

駿
河
町
移
転
か
ら
七
年
後
に
は
、

奉
公
人
の
人
数
に
迫
る
本
数
の
傘

を
調
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
先

述
し
た
よ
う
に
、「
宗
感
覚
帳
」

の
元
禄
三
年
と
い
う
時
期
は
、
蛇

の
目
傘
の
開
発
に
よ
り
庶
民
に
傘

が
普
及
し
始
め
た
時
期
に
合
致
す

る
。「
か
ら
か
さ
ハ
安
キ
か
よ
く

候
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

傘
の
普
及
と
と
も
に
量
産
化
も
進

ん
だ
こ
と
で
、
安
価
な
傘
を
選
択

し
て
購
入
で
き
る
状
況
が
あ
ら
わ

れ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
こ
の

時
点
で
傘
を
大
量
に
配
備
し
て
い

た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。
現
時

点
で
断
定
で
き
な
い
が
、
後
年
の

よ
う
に
来
店
客
や
駆
け
込
ん
だ

第 2表-1　1（ 世紀前半の傘と笠の調達 単位　笠は蓋，傘は本

江 戸 本 店 江 戸 向 店 京本店

傘 菅　笠
傘

菅　笠 傘
番　傘 無　地

上　期 下　期 上　期 下　期 上　期 上　期 上　期 下　期

元禄 （ 1690  50
宝永 6 1（09 （5
宝永 （ 1（10  94  （5 4（ （（
正徳元 1（11 110  （（ （1 （0
正徳 （ 1（1（
正徳 （ 1（1（ 1（（ 10
正徳 4 1（14
正徳 5 1（15
正徳 6 1（16 19（ （0
元文 5 1（40 111 14 （（

第 2表-2　1（ 世紀前半の合羽の調達

江 戸 本 店 江 戸 向 店 京本店

合　羽 赤合羽 青　漆�
合　羽 丸合羽 供合羽 合　羽

上　期 下　期 上　期 下　期 下　期 上　期 上　期 下　期

宝永 6 1（09 1
宝永 （ 1（10 14
正徳元 1（11 （（ （（
正徳 （ 1（1（
正徳 （ 1（1（ 15 （1 4
正徳 4 1（14
正徳 5 1（15
正徳 6 1（16 15
元文 5 1（40 （ 5
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人
々
に
貸
す
こ
と
も
前
提
と
し
て
い
た
も
の
と
考
え
た
い
。
こ
の
頃
か
ら
消
耗
品
と
し
て
傘
を
運
用
で
き
る
環
境
が
整
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
普
及
し
は
じ
め
た
ば
か
り
の
傘
を
顧
客
に
貸
す
こ
と
は
、
店
頭
販
売
を
行
う
呉
服
店
に
と
っ
て
話
題
作
り
の
一
つ
に
は
な
っ
た
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
２
）
笠
と
傘

と
こ
ろ
で
、
越
後
屋
開
業
時
に
編
笠
を
配
備
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、
奉
公
人
は
笠
を
使
用
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
だ
。

幕
末
の
大
坂
両
替
店
の
例
だ
が
、
子
供
の
服
装
を
描
い
た
絵
画
が
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
子
供
の
容
姿
と
と
も
に
「
暑
中
使
用
笠
」
と
さ

れ
る
笠
も
描
か
れ
て
い
る
（
第
1
図
）。
越
後
屋
の
状
況
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
両
替
店
同
様
に
奉
公
人
の
日
除
け
用
・
雨
除
け
用
と
し

て
幕
末
ま
で
笠
を
使
用
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

右
で
み
た
よ
う
に
傘
の
調
達
は
元
禄
年
間
に
始
ま
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
一
八
世
紀
前
半
の
越
後
屋
（
京
本
店
・
江
戸
本
店
・
江

戸
向
店
・
大
坂
本
店
）
で
は
傘
（
唐
傘
）
を
調
達
し
つ
つ
、
江
戸
本

店
と
江
戸
向
店
で
は
笠
（
菅
笠
・
編
笠
）
も
同
時
に
調
達
し
て
お
り
、

帳
簿
の
同
じ
箇
所
に
併
記
さ
れ
て
い
る
（
第
2
表
）。
ま
た
、
江
戸

本
店
・
江
戸
向
店
・
京
本
店
で
は
合
羽
も
調
達
し
て
い
た
。
江
戸
本

店
の
場
合
、
宝
永
七
年
（
一
七
〇
九
）・
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）・

同
三
年
・
同
六
年
の
調
達
数
が
わ
か
り
、
こ
こ
で
は
一
〇
〇
本
超
の

傘
を
調
達
を
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
、
笠
よ
り
傘
の
調
達
数
が
多

い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
合
羽
は
笠
よ
り
調
達
数
が
少
な
い
。
傘
は

第 1図　幕末の大坂両替店の子供
出所）�　「大阪三井両替店「子供」風俗」（三井文庫所蔵史料���

画 （（）．
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番
傘
（
こ
こ
で
は
番
号
入
り
の
傘
の
意
）
と
、
無
地
の
傘
の
二
種
類
用
意
す
る
店
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
笠
と
傘
の
用
途
も
判
然
と
し
な
い

が
、
い
ず
れ
も
大
量
に
調
達
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
客
へ
の
貸
し
出
し
も
想
定
し
た
備
品
と
思
わ
れ
る
。

笠
に
つ
い
て
は
、
江
戸
向
店
が
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
の
上
期
に
三
八
蓋
調
達
し
て
い
る
の
が
、
現
時
点
で
帳
簿
上
で
確
認
で
き
る
最

後
の
記
録
で
あ
る
。
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
川
柳
も
、
安
永
や
天
明
な
ど
一
八
世
紀
後
半
の
も
の
が
中
心
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
一
九
世
紀

の
前
半
で
笠
の
大
量
調
達
は
帳
簿
上
で
確
認
で
き
な
い
（
合
羽
は
店
舗
に
よ
っ
て
は
調
達
を
続
け
て
い
る
）。
以
上
か
ら
越
後
屋
で
は
、
一

八
世
紀
の
半
ば
頃
ま
で
は
客
に
貸
し
出
す
雨
具
と
し
て
笠
と
傘
は
併
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
一
八
世
紀
後
半
に
傘
に
一
本
化
し
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
着
用
す
る
雨
具
よ
り
手
持
ち
の
雨
具
の
方
が
貸
し
借
り
し
や
す
く
、
こ
の
こ
と
が
笠
か
ら
傘
へ
の
転

換
を
推
し
進
め
た
要
因
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

3　

越
後
屋
に
お
け
る
傘
の
管
理

（
1
）
傘
の
管
理

元
禄
年
間
に
続
き
、
宝
永
年
間
（
一
七
〇
四
〜
一
一
）
の
史
料
に
も
傘
に
関
す
る
記
述
が
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
。
京
本
店
の
台
所
の
規

則
に
、
店
の
備
品
に
関
す
る
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

［
史
料
）
（
（
三
］

　（
省
略
）

一
新
規
ニ
拵
え
候
道
具
、
何
に
不
限
支
配
人
江
窺
可
申
事

一�

道
具
帳
拵
置
、
二
季
ニ
相
改
可
申
候
、
尤
支
配
人
替
目
之
節
右
長
面
を
以
相
改
可
申
候
、
諸
道
具
ハ
不
及
申
、
相
借
之
衣
類
蚊
帳
等
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迄
相
改
可
申
事

一
傘
・
桃
燈
借
失
候
事
多
く
候
、
番
付
ニ
而
借
帳
出
入
可
仕
事

　（
省
略
）

こ
こ
で
は
傘
・
提
灯
の
「
借
失
」（
貸
し
た
ま
ま
返
却
さ
れ
な
い
）
こ
と
が
増
え
て
き
た
こ
と
、
傘
・
提
灯
に
番
号
を
付
け
、「
借
帳
」

（
貸
出
簿
）
で
貸
し
出
し
と
返
却
を
記
録
す
る
こ
と
、
を
定
め
て
い
る
。
宝
永
年
間
の
京
本
店
で
は
、
店
表
で
な
く
台
所
が
店
舗
の
備
品
を

調
達
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
傘
や
提
灯
が
貸
し
て
返
っ
て
こ
な
い
ケ
ー
ス
が
増
え
た
こ
と
か
ら
、
傘
・
提
灯
な
ど
の
備
品
に
番
号
を
付
し
、

貸
出
簿
で
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
京
本
店
は
本
店
一
巻
の
事
業
本
部
に
し
て
仕
入
店
で
あ
り
、
店
頭
販
売
を
す
る
よ
う
な
店

で
は
な
い
も
の
の
、
雨
天
時
に
取
引
相
手
や
出
入
の
人
々
に
傘
・
提
灯
を
貸
し
出
す
こ
と
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
京
都
で
の
傘

の
調
達
が
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
未
返
却
備
品
が
多
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
管
理
体
制
を
見
直
す
必
要
が
で
て
き
た

も
の
と
い
え
る
。
本
規
則
の
作
成
さ
れ
た
宝
永
期
は
、
高
利
没
後
、
高
利
の
子
ど
も
た
ち
世
代
が
三
井
の
体
制
を
整
備
し
て
い
く
時
期
に
合

致
す
）
（
（
る
。
様
々
規
則
が
作
ら
れ
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
に
は
三
井
の
事
業
と
家
を
束
ね
る
「
大
元
方
」
も
創
設
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。

三
井
で
は
体
制
整
備
・
規
則
整
備
を
進
め
て
い
く
中
で
台
所
に
も
目
を
向
け
、
物
品
調
達
や
備
品
管
理
に
い
た
る
ま
で
記
録
の
徹
底
を
図
っ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
傘
の
一
本
一
本
に
登
録
番
号
を
付
与
し
、
貸
出
・
返
却
を
貸
出
簿
で
管
理
す
る
や
り
方
は
、
三
井
の
体
制
整

備
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
傘
の
喪
失
・
紛
失
に
つ
い
て
は
、
後
年
の
記
事
に
も
い
く
つ
か
登
場
す
る
。
例
え
ば
京
本
店
元
締
・
向
崎
吉
郎
兵
衛
は
、
寛

政
十
年
（
一
七
九
八
）
に
作
成
し
た
記
録
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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［
史
料
）
9
（
四
］

一�
表
諸
入
用
、
右
前
々
と
ハ
人
雇
、
振
舞
・
進
物
・
傘
之
類
迄
も
甚
多
分
入
用
相
増
候
、（
中
略
）
然
ニ
譬
者
サ（五
十
貫
匁
）

シ
〆
ゝ
無
益
之
諸
入

用
在
之
時
者
サ（五
百
貫
匁
）

舟
〆
ゝ
之
商
失
ふ
と
申
物
ニ
候
、
然
ハ
傘
壱
本
貸
失
ふ
者
サ（五
十
匁
）

シ
ゝ
之
商
失
ひ
、
又
シ（十
匁
）ゝ之

振
舞
、
シ（十
匁
）ゝ之

進
物
者

舟（百
匁
）ゝ之
商
ひ
失
ふ
事
を
常
々
能
申
聞
候
方
無
之
而
者
、
商
人
之
抜
か
ら
、
片
方
了
簡
ニ
成
り
、
是
商
人
之
入
り
ニ
無
之
候

こ
こ
で
は
、
以
前
と
比
較
し
て
店
表
の
必
要
経
費
が
多
い
こ
と
、
得
に
人
雇
い
（
奉
公
人
や
下
男
、
そ
の
他
日
雇
い
の
労
働
者
も
含
む

か
）
が
増
え
た
こ
と
、
振
舞
や
進
物
、
傘
の
類
に
い
た
る
ま
で
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
た
と
え
話
と
し
て
銀
五
〇

貫
目
の
無
用
の
経
費
は
銀
五
〇
〇
貫
目
の
商
売
上
の
損
失
と
同
等
で
あ
る
と
し
、
傘
一
本
貸
し
失
え
ば
銀
五
〇
匁
の
損
失
、
銀
一
〇
匁
の
振

舞
や
進
物
は
銀
一
〇
〇
匁
の
損
失
と
同
等
で
あ
る
、
と
理
解
し
な
け
れ
ば
、
商
人
と
し
て
抜
け
殻
同
様
で
あ
り
、
考
え
足
ら
ず
で
あ
り
、
商

人
の
内
に
も
入
ら
な
い
、
と
評
し
て
い
る
。
越
後
屋
の
必
要
経
費
が
増
え
る
な
か
で
、
経
費
節
減
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
人
件

費
を
は
じ
め
、
振
舞
・
進
物
と
並
ん
で
傘
の
調
達
や
紛
失
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
振
舞
や
進
物
と
い
っ
た
顧
客
に
渡
す
も
の

と
同
列
に
傘
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
傘
は
店
外
に
貸
し
出
す
傘
も
想
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。［
史
料
三
］
で
見
た

よ
う
に
、
傘
の
調
達
・
管
理
は
台
所
部
門
で
行
う
も
の
の
、
店
表
で
の
必
要
物
品
と
い
う
認
識
も
持
た
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な

お
、
傘
一
本
失
え
ば
銀
五
〇
匁
の
損
失
と
い
う
書
き
ぶ
り
か
ら
、
寛
政
十
年
頃
の
京
都
で
は
傘
一
本
あ
た
り
銀
五
匁
ほ
ど
で
調
達
で
き
た
も

の
と
思
わ
れ
）
（1
（
る
。

傘
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
時
代
の
下
っ
た
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
京
本
店
の
子
供
向
け
規
則
に
も
盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
。

［
史
料
）
（（
（
五
］
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一
傘
之
事

　
　
附
り

　
　
　
職
方
江
預
ケ
置
候
事
一
切
無
用

　
　
　
又
諸
方
并
職
方
ニ
而
借
候
ハ
ヽ
、
早
々
返
し
可
申
事

こ
こ
で
は
傘
に
つ
い
て
、
職
方
に
出
か
け
た
際
に
傘
を
預
け
置
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
出
か
け
た
先
や
職
方
で
傘
を
借
り
た
場
合
は
速

や
か
に
返
却
す
る
こ
と
、
を
定
め
て
い
る
。
雨
天
時
に
傘
を
差
し
て
職
方
に
行
っ
た
も
の
の
雨
が
止
み
、
傘
を
預
け
て
帰
る
か
、
置
き
忘
れ

て
帰
る
ケ
ー
ス
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
傘
に
つ
い
て
は
対
外
的
に
貸
し
て
返
っ
て
こ
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
れ
ば
、
こ
こ
で

注
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
奉
公
人
が
紛
失
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
の
場
合
、「
俄
雨
三
井
の
手
代
よ
そ
の
傘
」

（
附
表
1
№
（（
）、「
越
後
屋
の
手
代
は
よ
そ
で
傘
を
借
り
」（
附
表
1
№
（4
）
な
ど
と
詠
む
川
柳
も
あ
る
。
出
先
で
傘
を
借
り
る
ケ
ー
ス
は
起

こ
り
う
る
こ
と
だ
が
、
傘
を
借
り
る
越
後
屋
の
手
代
の
姿
が
川
柳
の
題
材
に
な
る
ほ
ど
に
、
一
八
世
紀
半
ば
以
降
の
越
後
屋
の
貸
傘
の
知
名

度
は
高
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

（
（
）
暖
簾
印
の
管
理

右
で
見
た
よ
う
に
、
越
後
屋
で
は
宝
永
年
間
（
一
七
〇
四
〜
一
一
）
に
傘
に
管
理
番
号
を
記
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
で
は
暖
簾
印
は
ど

う
で
あ
っ
た
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
「
守
貞
謾
稿
」
に
よ
る
と
一
般
的
に
傘
に
定
紋
を
入
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
享
保
年
間
（
一
七
一
六
〜

三
六
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
越
後
屋
で
も
、
遅
く
と
も
享
保
年
間
に
は
暖
簾
印
を
傘
な
ど
の
道
具
類
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）、
越
後
屋
で
は
奉
公
人
の
暖
簾
分
け
の
ル
ー
ル
を
改
訂
し
、
そ
の
な
か
で
暖
簾
印
の
使
い

方
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
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［
史
料
）
（1
（

六
］

　
　（
省
略
）

一�

暖
簾
印
丸
之
内
ニ
井
桁
三
文
字
差
免
候
面
々
、
是
迄
傘
又
者
桃
燈
・
風
呂
敷
な
と
に
右
之
印
附
候
族
有
之
様
ニ
相
聞
え
候
、
向
後
相

改
、
暖
簾
者
格
別
家
内
一
切
之
諸
道
具
等
ニ
右
之
印
附
ケ
申
儀
不
罷
成
候
条
、
其
旨
急
度
相
心
得
可
被
申
事

　
　（
省
略
）

こ
こ
で
は
、
暖
簾
分
け
し
て
「
丸
に
井
桁
三
」
の
使
用
を
認
め
た
者
の
な
か
に
、
傘
・
提
灯
・
風
呂
敷
に
印
を
入
れ
る
者
が
い
る
と
い
う

情
報
を
得
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
以
後
規
則
を
改
め
、
暖
簾
以
外
の
家
内
諸
道
具
で
の
「
丸
に
井
桁
三
」
の
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
、
を
述
べ

て
い
る
。
暖
簾
印
入
り
の
傘
は
こ
の
時
点
で
越
後
屋
と
と
も
に
暖
簾
分
け
し
た
奉
公
人
の
店
で
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

越
後
屋
で
は
奉
公
人
に
暖
簾
分
け
を
認
め
る
際
、
家
名
と
暖
簾
（
家
印
）
を
与
え
て
い
た
。
家
名
は
「
越
後
屋
」、
暖
簾
は
退
役
時
の
職

階
に
応
じ
て
「
丸
に
井
桁
三
（
丸
之
内
井
桁
三
文
字
）」「
井
桁
三
（
丸
無
し
井
桁
三
文
字
）」「
丸
越
（
丸
之
内
越
之
字
）」
の
三
系
統
あ
っ

た
。
ま
た
、
寛
保
元
年
以
前
に
お
い
て
、
江
戸
・
大
坂
の
元
奉
公
人
は
、
江
戸
・
大
坂
で
呉
服
商
売
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
以
外

の
地
域
で
呉
服
商
売
を
希
望
す
る
場
合
、
越
後
屋
の
許
可
を
得
た
上
で
家
名
を
越
後
屋
、
暖
簾
を
丸
越
と
し
て
商
売
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
京
都
の
元
奉
公
人
は
、
京
都
で
呉
服
商
売
を
し
た
い
場
合
、
役
柄
に
応
じ
て
丸
に
井
桁
三
の
使
用
を
認
め
て
き
た
こ
と
、
こ
れ
ま

で
の
奉
公
人
は
こ
れ
ま
で
通
り
許
可
し
、
新
規
の
者
に
つ
い
て
、
越
後
屋
の
重
役
ク
ラ
ス
で
あ
る
大
元
締
か
ら
元
方
掛
り
名
代
ま
で
の
者
は

京
都
で
呉
服
商
売
を
す
る
場
合
、
丸
に
井
桁
三
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
、
他
国
で
の
呉
服
商
売
を
す
る
場
合
、
丸
に
井
桁
三
の
暖
簾
印
の
使

用
は
認
め
な
い
こ
と
、
と
し
て
い
る
。
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暖
簾
分
け
の
規
則
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
再
確
認
さ
れ
て
お
り
、
特
に
「
向
後
左
之
通
文
言
相
認
可
差
出
事
」
と
し
て
書
面
で
家

名
と
暖
簾
印
の
使
用
ル
ー
ル
に
つ
い
て
周
知
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

［
史
料
）
（1
（
七
］

　（
省
略
）

　
　
覚
　
支
配
退
役
之
分

一
其
方
儀
任
願
向
後

　
　
家
名
　
　
越
後
屋
ト
名
乗
可
申
候

　
　
暖
簾
　
　
丸
之
内
井
桁
三
文
字
付
可
申
候

一�

右
丸
之
内
井
桁
三
文
字
者
入
口
暖
簾
ニ
限
り
付
可
申
候
、
其
外
看
板
又
ハ
売
上
ケ
荷
物
之
絵
符
、
惣
而
諸
道
具
等
ニ
付
申
儀
堅
相
成

不
申
候

一
於
他
国
呉
服
商
売
仕
候
ハ
ヽ
、
丸
之
内
井
桁
三
文
字
暖
簾
印
堅
相
成
不
申
候

一�

又
手
代
之
分
ハ
丸
之
内
井
桁
三
文
字
暖
簾
印
堅
付
さ
せ
申
間
敷
候
、
丸
ニ
越
字
ニ
テ
も
私
之
了
簡
ニ
而
付
さ
せ
申
間
敷
候
、
此
方
ニ

相
断
差
図
之
上
差
免
可
申
候

　
右
之
通
相
心
得
可
被
申
候
、
仍
而
如
件

こ
こ
で
は
支
配
人
を
退
役
し
た
奉
公
人
を
事
例
と
し
て
、
家
名
は
越
後
屋
の
名
乗
り
を
認
め
、
暖
簾
印
と
し
て
丸
之
内
井
桁
三
文
字
を
認

め
る
こ
と
、
丸
之
内
井
桁
三
文
字
は
入
り
口
暖
簾
に
限
り
使
用
を
認
め
、
看
板
や
売
上
荷
物
の
絵
符
や
そ
の
他
の
諸
道
具
に
つ
け
る
こ
と
は
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禁
止
す
る
こ
と
、
他
国
で
呉
服
商
売
を
す
る
場
合
は
丸
之
内
井
桁
三
文
字
の
暖
簾
す
ら
使
用
禁
止
と
す
る
こ
と
、「
又
手
代
」（
暖
簾
分
け
し

た
奉
公
人
の
抱
え
て
い
る
奉
公
人
）
に
丸
之
内
井
桁
三
文
字
の
暖
簾
印
の
使
用
を
認
め
さ
せ
な
い
こ
と
、
丸
に
越
字
で
あ
っ
て
も
勝
手
に
着

け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
越
後
屋
に
断
り
を
入
れ
て
差
図
を
受
け
て
許
可
す
る
こ
と
、
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
基
本
的
に
寛
保
元
年
の

規
則
と
内
容
は
変
わ
ら
ず
、
又
手
代
の
条
項
が
追
加
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
十
月
に
も
規
則
が
改
訂
さ
れ
、
そ
の
冒
頭
で
「
手
前
家
名
之
儀
者
諸
国
江
普
く
弘
り
有
之
、
越
後
屋

与
存
居
候
間
、
暖
簾
印
差
免
候
輩
、
家
名
之
誹
謗
を
請
不
申
様
、
多
年
急
度
相
心
得
可
申
候
、
勿
論
常
々
召
仕
之
者
へ
も
能
々
申
聞
セ
、
家

名
穢
し
不
申
様
ニ
相
慎
せ
可
申
）
（1
（
候
」
と
記
し
て
い
る
。
奉
公
人
が
越
後
屋
の
名
前
と
暖
簾
印
を
使
っ
て
不
法
な
商
売
を
し
、
越
後
屋
の
評
判

を
落
と
す
こ
と
を
警
戒
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
同
じ
よ
う
な
警
戒
感
は
、
寛
保
年
間
以
前
の
段
階
で
も
生
じ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
暖
簾
分
け
す
る
奉
公
人
が
多
人
数
に
な
る
に
と
も
な
い
、
他
国
で
呉
服
商
売
を
し
た
い
と
申
請
す
る
者
も
現
れ
た
。
暖
簾
印
の
入
っ

た
傘
・
提
灯
・
風
呂
敷
な
ど
の
道
具
類
は
、
良
く
も
悪
く
も
越
後
屋
の
名
を
広
め
る
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
越
後
屋
の
名
前
で
不
法
な

行
い
を
す
る
者
も
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
越
後
屋
で
は
、
呉
服
商
売
の
ル
ー
ル
と
と
も
に
、
家
名
や
暖
簾
印
の
使
用
制
限
な
ど
を
盛
り
込

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
暖
簾
印
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
効
果
を
警
戒
し
、
特
に
暖
簾
印
の
使
用
制
限
と
い
う
方
向
で
規
則
を
改
定
し

た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
以
前
、
越
後
屋
の
宣
伝
広
告
（
配
札
、
引
札
）
に
つ
い
て
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
享
保
九
年
九
月

に
大
坂
本
店
が
札
配
り
を
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
配
札
は
、
西
日
本
各
地
に
お
い
て
、
越
後
屋
の
手
代
で
宿
入
（
＝
暖
簾
分
け
）
を
許
さ
れ

た
者
や
中
途
退
職
者
の
な
か
に
、
越
後
屋
の
屋
号
を
名
乗
っ
て
商
売
す
る
も
の
が
い
る
と
の
噂
（
沙
汰
）
が
あ
る
た
め
、
札
に
そ
の
事
情

（
趣
旨
）
を
記
載
し
て
配
っ
た
、
と
い
う
事
例
を
紹
介
し
）
（1
（
た
。
越
後
屋
が
、
暖
簾
分
け
し
て
独
立
し
た
元
奉
公
人
や
、
越
後
屋
を
か
た
る
他

の
商
人
に
注
意
す
る
よ
う
顧
客
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
配
札
を
行
っ
た
翌
年
（
享
保
十
年
）
か
ら
、
暖
簾
分
け
を
許
可
し
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た
奉
公
人
、
そ
の
者
に
与
え
た
家
名
（
越
後
屋
）
と
暖
簾
印
（「
丸
に
井
桁
三
」「
丸
に
越
）
な
ど
）
の
記
録
を
取
り
始
め
て
い
）
（1
（
る
。
越
後
屋

で
は
享
保
年
間
の
中
頃
か
ら
暖
簾
印
を
与
え
る
者
の
管
理
と
、
暖
簾
印
の
使
用
制
限
を
開
始
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
享

保
七
年
（
一
七
二
二
）、
三
井
で
は
高
利
の
長
男
・
高
平
の
遺
書
の
体
裁
で
、
家
法
「
宗
竺
遺
書
」
を
制
定
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。「
宗
竺

遺
書
」
の
な
か
で
財
産
共
有
制
や
同
族
の
範
囲
を
設
定
し
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
期
に
奉
公
人
に
対
す
る
暖
簾
印
の
管
理
・
統
制
の
強
化
を

行
っ
て
い
る
。
元
奉
公
人
や
模
倣
者
が
、
越
後
屋
と
同
じ
暖
簾
印
を
掲
げ
て
不
実
な
取
引
や
商
売
を
す
る
こ
と
で
、
越
後
屋
本
体
に
も
悪
影

響
を
与
え
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
越
後
屋
の
暖
簾
印
の
利
用
制
限
を
掛
け
て
、
宣
伝
と
な
ら
な
い
よ
う
に
設
定
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
三
井
で
は
、
当
該
期
の
元
奉
公
人
と
そ
の
商
売
の
動
き
を
踏
ま
え
つ
つ
、
三
井
の
体
制
整
備
の
一
環
と
し
て
、
暖
簾
印
の
無
断

使
用
の
禁
止
を
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

4　

越
後
屋
の
傘
の
意
匠
と
調
達

（
1
）
傘
の
仕
様

以
上
を
踏
ま
え
て
、
越
後
屋
の
傘
の
意
匠
や
、
傘
に
盛
り
こ
ま
れ
て
い
た
情
報
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
一
般
的
な
近
世
の
商
家
の
傘

に
つ
い
て
、「
守
貞
謾
稿
」
で
は
以
下
の
よ
う
な
仕
様
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

［
史
料
）
（1
（
八
］

譬
へ
ば
此
傘
（
筆
者
註
、
第
2
図
参
）
（1
（
照
）
は
本
町
伊
勢
屋
万
兵
衛
の
所
持
な
り
、
Ｆ
は
戸
主
の
名
に
入
山
形
を
副
て
記
号
に
す
る
也
、

此
記
号
は
家
紋
と
別
也
、
俗
に
「
し
る
し
」
と
云
、
又
番
数
を
記
す
、
或
は
彼
を
書
て
是
を
不
書
、
或
は
是
を
記
て
彼
を
不
筆
、
皆
と

も
に
随
意
也
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こ
れ
に
よ
る
と
、
江
戸
本
町
伊
勢
屋
万
兵
衛
と
い
う
商
家
を
事
例
に
、
傘
に
暖
簾
印

（
家
紋
と
は
異
な
る
）
を
記
載
す
る
こ
と
、
番
数
を
記
載
す
る
こ
と
、
し
か
し
盛
り
こ
む

情
報
は
商
家
の
随
意
で
あ
る
こ
と
、
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
章
に
添
え
ら
れ
て
い
る
傘

の
図
（
第
1
図
）
に
は
「
Ｆ
」「
伊
」「
本
」「
子
ノ
千
弐
拾
」
と
書
か
れ
て
い
る
た
め
、

暖
簾
印
・
番
号
以
外
に
も
所
在
地
・
屋
号
を
記
載
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
ど
れ

を
記
載
す
る
か
は
商
家
次
第
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
だ
。

越
後
屋
の
傘
が
ど
の
よ
う
な
姿
だ
っ
た
の
か
は
、
残
存
し
て
い
る
越
後
屋
の
史
料
か
ら

現
時
点
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
傘
の
仕
様
書
や
図
案
と
い
っ
た
史
料
は
残

さ
れ
て
お
ら
ず
、
越
後
屋
の
傘
を
描
い
た
絵
画
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
傘
の
現
物
も
残
っ
て
い
な
）
（1
（
い
。
少
な
く
と

も
、［
史
料
三
］
で
み
た
よ
う
に
管
理
番
号
は
記
載
さ
れ
て
お
り
、「
駿
河
か
ら
反
古
染
の
傘
た
ん
と
出
る
」（
附
表
1
№
16
）
と
い
う
川
柳

も
あ
る
よ
う
に
何
ら
か
の
文
字
情
報
も
書
か
れ
て
い
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。

越
後
屋
の
暖
簾
印
「
丸
に
井
桁
三
」
入
り
の
傘
を
描
い
た
数
少
な
い
事
例
と
し
て
、
安
永
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
案
内
手
本
通
人
）
11
（
蔵
」
が

あ
る
（
第
3
図
）。
こ
の
挿
絵
の
中
で
武
士
が
破
れ
傘
を
差
し
て
お
り
、
そ
の
傘
に
「
丸
に
井
桁
三
」
の
暖
簾
印
と
「
百
三
十
七
」
の
番
号

が
書
か
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
越
後
屋
で
は
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
以
降
、
暖
簾
分
け
し
た
奉
公
人
に
対
し
、
傘
や
提
灯
に

「
丸
に
井
桁
三
」
の
暖
簾
印
を
入
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
た
。
ま
た
時
代
は
下
る
が
、「
江
戸
買
物
独
案
）
1（
（
内
」
を
通
覧
す
る
か
ぎ
り
、
文
政

七
年
（
一
八
二
四
）
段
階
の
江
戸
で
「
丸
に
井
桁
三
」
を
使
っ
た
商
人
は
、
三
井
八
郎
右
衛
門
（
江
戸
本
店
）、
三
井
八
郎
兵
衛
（
江
戸
向

店
）、
三
井
喜
左
衞
門
（
糸
見
）
11
（
世
）
以
外
に
、
照て
り

降ふ
り

町
の
地
下
り
雪
踏
問
屋
・
越
後
屋
徳
兵
衛
（
北
村
徳
兵
衛
）
11
（
か
）、
瀬
戸
物
町
通
り
の
生
蝋

第 2図　傘の意匠の例
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第 3図　「丸に井桁三」入りの傘

出所）�　喜二三「案内手本通人蔵」安永 （年（国会図書館所蔵史料　（0（-（（，国会図書館デジタル
コレクション　https://dl.ndl.go.jp/pid/9（9（4（9/1/（）．（0（4 年 1（ 月 9 日最終閲覧．原本を
一部トリミングして利用．
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燭
問
屋
・
越
後
屋
五
左
衛
門
（
河
野
五
左
衛
）
11
（
門
）
の
み
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
両
名
と
も
越
後
屋
の
元
・
奉
公
人
や
通
勤
手
代
で
あ
る
。
越
後

屋
を
名
乗
っ
て
商
売
す
る
元
奉
公
人
は
多
く
な
い
の
で
あ
る
。
越
後
屋
の
作
成
し
た
規
則
を
遵
守
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
軒
は
「
丸
に

井
桁
三
」
の
印
を
入
れ
た
備
品
を
使
っ
て
い
な
い
は
ず
な
の
で
、「
案
内
手
本
通
人
蔵
」
に
描
か
れ
る
傘
は
、
越
後
屋
の
傘
を
モ
チ
ー
フ
と

し
て
描
か
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

ま
た
「
駿
河
町
と
あ
る
の
が
私
の
傘
」（
附
表
1
№
（6
）、「
ま
ん
ざ
ら
な
傘
を
越
前
屋
と
直
）
11
（

し
」（
附
表
1
№
（0
）
と
い
っ
た
川
柳
が
あ
る

よ
う
に
、「
駿
河
町
」「
越
後
屋
」
な
ど
所
在
地
・
屋
号
を
記
載
し
た
傘
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
越
後
屋
の
傘
に
記
載
さ
れ

る
内
容
と
し
て
は
、
一
般
的
な
商
家
同
様
に
、
暖
簾
印
、
番
号
、
所
在
地
、
屋
号
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
芝
口
店
の

よ
う
に
、
用
途
に
応
じ
て
そ
れ
ら
を
使
い
分
け
る
営
業
店
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
情
報
が
傘
に
全
て
盛
り
こ
ま
れ
て
い
た
の
か
、
時
期
に

よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
が
異
な
っ
て
い
た
の
か
は
現
時
点
で
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。

（
（
）
傘
の
調
達
先

と
こ
ろ
で
越
後
屋
で
は
、
ど
こ
か
ら
傘
を
調
達
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
時
点
で
越
後
屋
の
傘
の
調
達
ル
ー
ト
は
明
ら
か
に
で
き
て
い

な
い
。
江
戸
の
場
合
、
先
述
し
た
よ
う
に
貞
享
か
元
文
頃
に
は
江
戸
で
傘
の
生
産
が
始
ま
っ
て
い
た
が
、
大
坂
か
ら
の
下
り
傘
の
需
要
も
多

か
っ
）
11
（
た
。
文
政
七
年
の
「
江
戸
買
物
独
案
内
」
に
江
戸
に
地
下
り
傘
問
屋
や
下
り
傘
問
屋
は
四
五
軒
あ
り
、
か
な
り
多
く
の
傘
問
屋
が
存
在

し
て
い
た
（
本
稿
末
尾
・
附
表
2
参
照
）。
ま
た
、
一
部
の
雪
踏
問
屋
の
な
か
に
も
傘
を
扱
っ
て
い
る
者
も
お
り
、
下
り
傘
問
屋
を
兼
業
し

て
い
る
提
灯
問
屋
や
傘
の
轆
轤
部
分
を
扱
う
提
灯
問
屋
も
い
た
。
越
後
屋
の
調
達
し
て
い
た
傘
が
下
り
傘
か
地
傘
か
は
わ
か
ら
な
い
。
急
ぎ

の
発
注
の
場
合
に
江
戸
で
傘
を
作
ら
せ
、
仕
様
が
決
ま
っ
て
い
て
大
量
発
注
す
る
の
で
あ
れ
ば
大
坂
で
作
ら
せ
て
下
ら
せ
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
）
11
（
る
。
こ
れ
ら
の
傘
を
扱
う
問
屋
の
う
ち
、
下
り
傘
問
屋
と
し
て
芝
口
一
丁
目
に
越
後
屋
幸
次
郎
（
丸
越
を
使
用
）、
地
下
り
雪
踏
問
屋
と

し
て
先
述
し
た
越
後
屋
徳
兵
衛
（
丸
に
井
桁
三
を
使
用
）
が
い
る
。
徳
兵
衛
は
雪
踏
問
屋
だ
が
地
下
り
傘
や
下
り
大
黒
傘
も
扱
っ
て
い
た
。
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先
述
し
た
よ
う
に
徳
兵
衛
は
元
・
三
井
の
奉
公
人
と
思
わ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
幸
次
郎
も
暖
簾
分
け
し
た
奉
公
人
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
近
隣
の
地
下
り
傘
問
屋
や
暖
簾
分
け
し
た
奉
公
人
の
店
に
傘
を
大
量
発
注
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

な
お
、
越
後
屋
は
江
戸
に
小
名
木
川
店
（
小
名
木
沢
と
も
表
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
）
と
い
う
店
も
構
え
て
い
た
。
こ
の
店
は
米
や
味
噌

な
ど
店
の
台
所
で
使
用
す
る
物
品
を
調
達
す
る
店
だ
っ
）
11
（
た
。
こ
れ
ら
の
物
品
は
、
後
述
す
る
帳
簿
（「
小
遣
方
目
録
」「
小
遣
目
録
」「
雑
用

方
目
録
」）
の
な
か
で
「
雑
用
」
と
い
う
科
目
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
小
名
木
川
店
は
「
雑
用
」
物
品
の
調
達
を
担
当
し
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
傘
は
各
店
舗
の
「
小
遣
方
目
録
」
等
の
帳
簿
で
「
諸
入
用
」
と
い
う
科
目
に
含
ま
れ
る
た
め
、
小
名
木
川
店
の
調
達
対
象
外
で
は

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
）　
喜
田
川
守
貞
「
守
貞
謾
稿
」
嘉
永
六
年
。
本
稿
で
は
『
類
聚
近
世
風
俗
志
』（
更
生
閣
書
店
、
一
九
〇
八
年
、
三
七
九
〜
三
八
二
頁
、
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　https://dl.ndl.go.jp/pid/1444（（6/1/5（0

、
二
〇
二
四
年
十
二
月
九
日
最
終
閲
覧
）
を
参
照
し
た
。

（
（
）　「
正
徳
四
甲
午
年
従
諸
国
大
坂
江
来
ル
諸
色
商
売
物
員
数
并
代
銀
寄
」（
三
井
文
庫
所
蔵
参
考
図
書
　
Ｄ
二
一
〇
―
六
九
）。
本
史
料
は
大
石

慎
三
郎
「〈
史
料
紹
介
〉『
正
徳
四
年
大
阪
移
出
入
商
品
表
』
に
つ
い
て
」（『
学
習
院
大
学
経
済
論
集
』
三
―
一
、
一
九
六
六
年
）
で
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
傘
に
つ
い
て
は
同
史
料
の
数
字
を
前
掲
段
上
論
文
二
〇
二
二
年
（
三
四
頁
）
で
紹
介
し
て
い
る
。

（
（
）　
加
藤
曳
尾
庵
「
我
衣
」
宝
暦
十
三
年
。
本
稿
で
は
、
岩
本
佐
七
編
『
燕
石
十
種
』（
第
一
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
七
年
、
一
八
二
〜
一
八

四
頁
、（
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　https://dl.ndl.go.jp/pid/991（6（/1/99

、
二
〇
二
四
年
十
二
月
九
日
最
終
閲
覧
）
を
参

照
し
た
。

（
4
）　「
商
売
記
」（『
三
井
事
業
史
』
資
料
篇
1
、
一
九
七
三
年
、
三
一
頁
）。
こ
こ
で
の
編
笠
が
雨
よ
け
か
日
よ
け
か
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

（
5
）　「
宗
感
覚
帳
」
天
和
三
年
〜
元
禄
三
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
北
六
―
一
〇
）。
当
該
期
の
様
々
な
規
則
や
支
出
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
6
）　
吉
田
伸
之
・
西
坂
靖
「
史
料
紹
介
『
宗
感
覚
帳
』
―
創
業
期
三
井
越
後
屋
の
動
向
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
二
四
、
一
九
九
〇
年
、
二
五
一

頁
）。
同
史
料
紹
介
は
、
三
井
文
庫
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
閲
覧
可
能
。
二
〇
二
四
年
十
二
月
九
日
現
在
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
はhttp://m

itsui-bunko�
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.or.jp/archives/pdf_data/m
br-（4_n.yoshida-nishizaka.pdf

。

（
（
）　「
台
所
向
」
宝
永
年
間
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
本
九
八
〇
）。

（
（
）　
村
和
明
「
三
井
初
期
の
集
団
指
導
体
制
の
変
容
―
宝
永
期
の
三
井
高
富
と
大
元
方
成
立
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
五
〇
号
、
二
〇
一
六

年
）。

（
9
）　「
向
崎
玄
甫
商
盛
衰
旧
記
」
寛
政
十
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
追
一
五
九
三
）。

（
10
）　「
守
貞
謾
稿
」
に
よ
る
と
、
先
述
し
た
元
文
年
間
以
降
江
戸
で
製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
傘
の
価
格
が
銀
六
〜
七
匁
で
あ
り
、
外
見
に
比

し
て
高
価
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
（
前
掲
『
類
聚
近
世
風
俗
志
』
三
八
二
頁
）。
江
戸
と
京
都
と
で
土
地
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
寛
政
年

間
に
は
や
や
安
価
に
傘
を
調
達
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
11
）　「
子
供
寄
会
示
合
書
」
嘉
永
二
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
本
一
四
六
八
―
五
〇
―
一
）。

（
1（
）　「
家
名
暖
簾
相
免
置
手
代
江
改
申
渡
建
」
寛
保
元
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
本
一
〇
三
〇
―
六
）。

（
1（
）　「
家
名
暖
簾
印
差
免
切
手
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
続
一
一
七
九
）。
こ
の
点
は
『
三
井
事
業
史
』（
本
篇
一
、
一
九
八
〇
年
、
二
六
〇
〜

二
六
一
頁
）
で
も
言
及
し
て
い
る
。
な
お
、
本
史
料
を
用
い
た
暖
簾
分
け
の
分
析
に
つ
い
て
は
西
坂
靖
『
三
井
越
後
屋
奉
公
人
の
研
究
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
一
三
三
〜
一
四
〇
頁
）
に
詳
し
い
。

（
14
）　「
家
名
暖
簾
相
免
置
手
代
江
改
申
渡
建
」
寛
保
元
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
本
一
〇
三
〇
―
六
）。

（
15
）　
下
向
井
紀
彦
「
一
八
世
紀
に
お
け
る
三
井
越
後
屋
の
宣
伝
広
告
―
引
札
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
五
一
、
二
〇
一
七

年
、
二
五
四
〜
二
六
六
頁
〕。

（
16
）　「
家
名
暖
簾
印
差
免
切
手
控
」
享
保
十
年
〜
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
続
一
一
七
九
）。

（
1（
）　
前
掲
『
類
聚
近
世
風
俗
志
』
三
八
二
頁
。

（
1（
）　
本
図
に
つ
い
て
は
喜
田
川
守
貞
「
守
貞
謾
稿
」（
巻
三
〇
、
国
会
図
書
館
所
蔵
史
料
　
寄
別
一
三
―
四
一
、
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
　https://dl.ndl.go.jp/pid/（59（416/1/（

、
二
〇
二
四
年
十
二
月
九
日
最
終
閲
覧
）
を
一
部
加
工
し
て
利
用
し
た
。

（
19
）　
な
お
、
本
稿
執
筆
時
点
に
お
い
て
、
三
越
や
ア
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
作
成
し
た
越
後
屋
の
傘
の
レ
プ
リ
カ
が
存
在
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
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も
想
像
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
近
世
に
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
傘
の
意
匠
と
は
異
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
（0
）　
喜
二
三
「
案
内
手
本
通
人
蔵
」
安
永
八
年
（
国
会
図
書
館
所
蔵
史
料
　
二
〇
七
―
三
三
、
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　https:�

//dl.ndl.go.jp/pid/9（9（4（9/1/（

、
二
〇
二
四
年
十
二
月
九
日
最
終
閲
覧
）。

（
（1
）　
中
山
五
郎
左
衛
門
編
「
江
戸
買
物
独
案
内
」
文
政
七
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
参
考
図
書
　
Ｄ
四
〇
九
―
二
〇
）。
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
で
も
閲
覧
可
能
（https://dl.ndl.go.jp/pid/（（69（19

、
二
〇
二
四
年
十
二
月
九
日
最
終
閲
覧
）。

（
（（
）　
糸
類
・
組
物
類
の
販
売
に
従
事

し
た
店
舗
。
店
は
室
町
二
丁
目

（
駿
河
町
南
側
の
江
戸
向
店
に
隣

接
）
に
あ
っ
た
。

（
（（
）　
北
村
徳
兵
衛
は
江
戸
芝
口
店
の

奉
公
人
で
、
文
化
十
二
年
（
一
八

一
五
）
に
支
配
、
文
政
二
年
（
一

八
一
九
）
に
通
勤
支
配
と
な
り
、

最
終
的
に
天
保
七
年
（
一
八
三

六
）
に
元
方
掛
名
代
ま
で
進
ん
だ

江
戸
本
店
の
重
役
の
一
人
で
あ
る
。

徳
兵
衛
の
暖
簾
分
け
の
記
録
は
確

認
出
来
な
い
が
、
文
政
二
年
に
通

勤
支
配
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
文

政
七
年
時
点
で
、
自
分
の
商
売
と

居
宅
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ

参考図　傘職人（部分）

一部拡大
出所）�　「職人尽絵詞」（第三軸，鍬形蕙斎原画・和田音五郎模写，国会図書館

所蔵史料　寄別 1-4-（，国会図書館デジタルコレクション　https://dl�
.ndl.go.jp/pid/115（6006/1/9，（0（4 年 1（ 月 9 日閲覧）．
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れ
る
。
確
定
は
で
き
て
い
な
い
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
越
後
屋
徳
兵
衛
を
北
村
徳
兵
衛
と
比
定
し
て
お
き
た
い
。

（
（4
）　「
家
名
暖
簾
印
差
免
切
手
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
続
一
一
七
九
）
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
文
化
十
二
年
亥
十
月
　
　
　
江
戸
　
河
野
五
左
衛
門
へ

　
　
右
延
享
三
年
寅
十
一
月
、
河
野
小
三
郎
へ
御
聞
済
御
座
候
、
屋
号
御
書
付
度
所
持
、
其
後
五
左
衛
門
与
相
名
乗
致
相
続
候
、
然
ニ
川
嶋
善
次
郎

御
屋
号
ニ
而
蝋
燭
致
商
売
来
、
右
株
式
此
度
五
左
衛
門
方
へ
譲
受
候
ニ
付
、
屋
号
之
儀
是
迄
之
通
五
左
衛
門
よ
り
相
願
候
故
、
下
地
御
書
付
取

呼
せ
候
処
、
右
文
言
と
ハ
違
、
下
地
御
書
付
ニ
而
ハ
此
度
相
願
候
義
ハ
尤
ニ
候
ニ
付
、
御
伺
之
上
下
地
御
書
付
之
奥
へ
改
被
仰
渡
候
事

　
　
も
と
も
と
奉
公
人
の
河
野
小
五
郎
に
暖
簾
分
け
を
認
め
、
後
に
河
野
五
左
衛
門
が
相
続
し
て
い
た
。
川
嶋
善
次
郎
の
屋
号
で
蝋
燭
商
売
を
し
て

い
た
株
を
五
左
衛
門
が
譲
り
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
越
後
屋
五
左
衛
門
の
名
前
で
蝋
燭
問
屋
を
引
き
継
い
だ
も
の
の
よ
う
だ
。

（
（5
）　
こ
こ
で
は
「
越
前
屋
と
直
し
」
の
部
分
を
「
越
後
屋
と
書
か
れ
て
い
た
傘
を
越
前
屋
と
書
き
直
し
た
」
と
解
釈
し
た
。

（
（6
）　
前
掲
『
類
聚
近
世
風
俗
志
』
三
八
二
頁
。

（
（（
）　「
職
人
尽
絵
詞
」
と
い
う
図
版
入
り
で
江
戸
時
代
の
職
業
を
紹
介
し
て
い
る
絵
巻
の
な
か
で
傘
職
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
蛇
の
目
傘
か
ら
白

紙
の
傘
ま
で
多
種
の
傘
が
天
井
か
ら
吊
さ
れ
て
お
り
、
傘
の
轆
轤
部
分
の
製
作
を
し
て
い
る
職
人
と
、
傘
に
紙
を
張
る
か
油
を
引
い
て
い
る
職

人
が
み
え
る
。
工
房
の
壁
面
に
は
暖
簾
印
や
文
字
の
書
か
れ
た
仕
様
書
が
何
枚
も
貼
ら
れ
て
い
る
（
参
考
図
）。
具
体
的
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら

な
い
も
の
の
、
越
後
屋
も
傘
を
注
文
す
る
際
に
絵
に
み
え
る
よ
う
な
仕
様
書
を
送
り
作
成
さ
せ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　「
此
度
店
々
江
申
渡
覚
」
宝
永
年
間
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
北
七
）。『
三
井
事
業
史
』（
資
料
篇
一
、
一
九
七
三
年
、
一
三
九
〜
一
四
一

頁
）
に
掲
載
あ
り
。

二
　
一
九
世
紀
に
お
け
る
傘
の
調
達
状
況

1　

本
店
一
巻
の
決
算
帳
簿
に
み
え
る
傘
の
記
述
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店
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
帳
簿
の
名
称
は
店
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
傘

は
い
ず
れ
の
帳
簿
で
も
「
諸
入
用
」
の
費
目
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
上
半
期
の
各
店
舗
の
帳
簿
に
お
い
て
、
傘
の
記

載
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
記
載
内
容
が
異
な
っ
て
お
り
、
本
店

一
巻
全
体
と
し
て
盛
り
込
む
内
容
が
定
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。

［
史
料
九
］（
第
5
図）
1
（

、
京
本
店
）

一
四
百
九
拾
七
匁
九
分
　
　
傘
・
提
燈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
張
替
・
直
し
代
共

三
井
の
呉
服
店
部
門
（
本
店
一
巻
）
の
史
料
群
の
な
か
で
、
決
算
帳
簿
が
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
の
は
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
以
降

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
店
一
巻
の
決
算
帳
簿
か
ら
傘
の
調
達
状
況
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
本
店
一
巻
で
は
、
各
店
舗
が
半
期
ご
と

に
決
算
帳
簿
を
作
成
し
、
そ
れ
を
事
業
本
部
で
あ
る
京
本
店
に
提
出
す
る
と
、
京
本
店
で
本
店
一
巻
の
総
決
算
帳
簿
を
作
成
し
て
い
た
。
こ

の
半
期
ご
と
の
各
店
舗
の
帳
簿
群
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
木
箱
に
収
容
し
て
保
管
し
て
あ
る
（
第
4
図
）。
決
算
帳
簿
群
は
文
政
元
年

（
一
八
一
八
）
〜
明
治
初
年
（
一
八
六
八
）
ま
で
五
〇
年
分
の
記
録
が
残
存
し
て
い
る
が
、
一
部
欠
本
も
あ
る
。
呉
服
部
門
・
両
替
部
門
の

決
算
帳
簿
が
大
元
方
に
集
約
さ
れ
、
三
井
の
総
決
算
帳
簿
で
あ
る
「
大
元
方
勘
定
目
録
」
と
な
る
。

傘
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
本
店
一
巻
の
帳
簿
群
の
う
ち
、
主
要
店
舗
（
京
本
店
、
江
戸
本
店
・
向
店
・
芝
口
店
、
大
坂
本
店
）
の
必
要
経

費
を
記
載
す
る
帳
簿
で
あ
る
「
小
遣
方
目
録
」「
小
遣
目
録
」（
京
本
店
・
江
戸
本
店
・
江
戸
向
店
・
芝
口
店
）、「
雑
用
方
目
録
」（
大
坂
本

第 4図　本店一巻の決算帳簿群入りの箱
（天保 11 年上半期）
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［
史
料
一
〇
］（
第
6
図）
（
（

、
江
戸
本
店
）

一
弐
貫
九
百
五
拾
匁
六
分
　
傘
仙
（
千
）百

八
拾
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
は
り
替
百
八
十
五
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
外
直
し
代

（
刎
紙
）

「
右
者
暑
中
雨
天
続
ニ
付
、
損
し
多
ク
銀
高
相
増
申
候
」

［
史
料
一
一
］（
第
7
図）
（
（

、
江
戸
向
店
）

一
壱
貫
三
百
五
拾
七
匁
　
　
傘
類

［
史
料
一
二
］（
第
8
図）
4
（

、
江
戸
芝
口
店
）

一
壱
貫
四
百
八
拾
匁
九
分
　
傘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
番
印
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
百
五
拾
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
張
替
印
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
百
五
拾
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
傘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
拾
五
本

第 5図　小遣方目録（京本店，天保 11 年上半期）
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第 ６図　小遣方目録（江戸本店，天保 11 年上半期）

第 ７図　小遣方目録（江戸向店，天保 11 年上半期）
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小
文
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唯
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
外
張
直
し
手
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
傘
集
人
足
賃
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

（
下
札
）

「
右
者
春
以
来
雨
天
繁
ニ
而
貸
傘
等
多
く
、
旁
銀
高
相
増
申
候
」

［
史
料
一
三
］（
第
9
図）
5
（

、
大
坂
本
店
）

一
弐
貫
五
百
八
匁
三
分
　
　
　
傘
八
百
五
十
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
り
か
へ
と
も

［
史
料
九
］
は
京
本
店
の
も
の
で
、
傘
・
提
灯
の
新
規
調
達
分
、
張
替
分
、
修
理
分
を

含
め
た
銀
額
の
み
記
載
し
て
い
る
。
調
達
す
る
傘
の
本
数
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
銀

四
九
七
匁
九
分
の
費
用
が
か
か
っ
て
い
る
。

［
史
料
一
〇
］
は
江
戸
本
店
で
、
調
達
金
額
と
と
も
に
新
規
調
達
本
数
と
張
替
本
数
を

第 8図　小遣方目録（江戸芝口店，天保 11 年上半期）
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記
載
し
、
金
額
に
は
骨
組
や
紙
の
修
理
費
用
な
ど
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
と
き
は
一
一
八
〇
本
を

新
規
調
達
し
、
一
八
五
本
を
張
り
替
え
、
そ
の
他
直
し
賃
も
含
め
て
銀
二
貫
九
五
〇
匁
六
分
か
か

っ
て
い
る
。
ま
た
特
記
事
項
も
あ
り
、
今
期
は
暑
中
に
雨
天
が
続
き
、
破
損
も
多
か
っ
た
こ
と
か

ら
直
し
賃
が
か
さ
ん
だ
、
と
報
告
し
て
い
る
（
各
店
舗
の
特
記
事
項
は
本
稿
五
九
〜
六
二
頁
の
附

表
3
に
ま
と
め
た
）。

［
史
料
一
一
］
は
江
戸
向
店
で
、
傘
類
の
金
額
を
記
載
す
る
の
み
で
あ
る
。
傘
類
に
傘
以
外
の

何
を
含
ん
で
い
る
の
か
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
新
規
調
達
、
張
り
替
え
、
直
し
の
金
額
内
訳
や

本
数
な
ど
の
記
載
は
無
い
。
こ
こ
で
は
傘
類
の
調
達
・
修
理
に
銀
一
貫
三
五
七
匁
か
か
っ
て
い
る
。

［
史
料
一
二
］
は
江
戸
芝
口
店
の
も
の
で
、
最
も
情
報
量
が
多
い
。
傘
の
調
達
本
数
や
張
り
替

え
本
数
を
記
載
し
、
そ
の
他
張
り
直
し
の
手
間
賃
や
傘
の
回
収
人
足
賃
な
ど
を
込
み
に
し
た
金
額

を
記
載
し
て
い
る
。
傘
を
集
め
て
回
っ
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
の
は
芝
口
店
の
み
で
あ
る

（
他
の
営
業
店
舗
も
回
収
人
足
賃
は
発
生
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
ど
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
か
明
ら

か
に
で
き
て
い
な
い
）。
こ
こ
で
は
、「
番
印
附
」（
番
号
と
暖
簾
印
を
入
れ
た
傘
）
の
新
規
調
達

三
五
〇
本
、
番
印
附
の
張
り
替
え
二
五
〇
本
、「
渡
傘
」（
貸
し
出
し
で
な
く
顧
客
に
渡
し
き
り
に

す
る
傘
か
）
の
新
規
調
達
四
五
本
、「
小
文
字
」（
地
名
や
屋
号
な
ど
の
文
字
情
報
を
小
さ
く
入
れ

た
タ
イ
プ
の
傘
か
）
の
新
規
調
達
七
本
、「
唯
文
」（
暖
簾
印
の
み
の
傘
か
）
の
新
規
調
達
一
〇
本
、

そ
の
他
修
理
費
用
や
回
収
費
用
を
込
み
に
し
て
、
銀
一
貫
四
八
〇
匁
九
分
か
か
っ
て
い
る
。
ま
た

特
記
事
項
も
あ
り
、
春
以
来
雨
天
が
続
き
、
貸
し
傘
も
多
く
、
修
理
や
回
収
の
た
め
の
費
用
も
増

第 9図　雑用方目録（大坂本店，天保 11 年上半期）



30

え
た
、
と
報
告
し
て
い
る
。

［
史
料
一
三
］
は
大
坂
本
店
の
も
の
で
、
傘
の
新
規
調
達
本
数
を
記
載
し
、
張
り
替
え
費
用
な
ど
を
込
み
に
し
た
調
達
費
用
を
記
載
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
八
五
〇
本
の
傘
を
新
規
調
達
し
、
張
り
替
え
費
用
な
ど
を
含
め
て
銀
二
貫
五
〇
八
匁
三
分
か
か
っ
て
い
る
。

以
上
、
各
店
舗
の
記
載
内
容
の
事
例
を
紹
介
し
た
。
江
戸
本
店
と
江
戸
芝
口
店
の
傘
の
種
類
は
時
期
に
よ
っ
て
若
干
変
動
は
あ
る
も
の
の
、

記
載
情
報
は
概
ね
右
の
内
容
が
最
後
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
決
算
帳
簿
の
た
め
全
店
舗
で
金
額
を
記
載
し
つ
つ
、
江
戸
本
店
、
江
戸
芝
口

店
、
大
坂
本
店
は
調
達
本
数
や
修
理
本
数
な
ど
を
記
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
特
記
事
項
が
あ
る
場
合
は
、
全
て
の
店
舗
で
刎
紙
や
下
札
を
付

し
て
情
報
を
加
筆
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
越
後
屋
の
傘
の
種
類
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
。
越
後
屋
の
傘
に
は
、
①
貸
出
用
の
傘
、
②
提

供
用
の
傘
、
が
あ
っ
た
。
①
に
は
番
印
付
と
い
う
番
号
・
暖
簾
印
（
地
名
や
屋
号
な
ど
も
入
っ
て
い
た
ヵ
）
の
入
っ
た
傘
が
あ
り
、
こ
れ
が

大
量
に
配
備
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
小
文
字
と
い
う
文
字
を
小
さ
く
書
い
た
傘
（
屋
号
・
地
名
の
み
記
載
ヵ
）
や
、
唯
紋
（
暖
簾
印
の
み
の

傘
）
も
少
数
用
意
し
て
い
た
。
②
に
は
渡
傘
（
顧
客
に
渡
し
き
り
に
す
る
傘
）、
下
男
渡
傘(

下
男
に
渡
し
き
り
に
す
る
傘
、
幕
末
の
江
戸

本
店
で
登
場
）
な
ど
が
あ
り
、
少
数
用
意
さ
れ
て
い
た
。
第
2
表
で
み
た
江
戸
向
店
の
「
無
地
」
も
提
供
用
の
傘
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

に
、
越
後
屋
の
傘
は
川
柳
に
詠
ま
れ
る
よ
う
な
貸
出
用
の
み
な
ら
ず
、
貴
賓
客
向
け
の
提
供
用
（
返
却
不
要
）
の
傘
も
用
意
し
、
貸
出
用
の

傘
も
用
途
に
応
じ
て
複
数
タ
イ
プ
を
用
意
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
各
帳
簿
の
冒
頭
に
は
そ
の
時
の
奉
公
人
数
も
列
記
さ
れ
て
い
る
。
天
保
十
一
年
上
半
期
の
各
店
舗
の
奉
公
人
数
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
京
本
店
一
二
九
人
（
手
代
六
七
人
、
子
供
四
一
人
、
下
男
二
一
人
）、
江
戸
本
店
二
八
〇
人
（
手
代
一
三
〇
人
、
子
供
六

九
人
、
台
所
七
四
人
、
定
詰
七
人
）、
江
戸
向
店
一
六
〇
人
（
手
代
八
〇
人
、
子
供
四
〇
人
、
定
勤
仕
五
人
、
下
男
三
五
人
）、
江
戸
芝
口
店

一
四
二
人
（
手
代
六
二
人
、
定
詰
二
人
、
子
供
四
三
人
、
下
男
三
五
人
）、
大
坂
本
店
一
九
〇
人
（
通
勤
四
人
、
手
代
九
六
人
、
子
供
七
三

人
、
下
男
一
八
人
）
と
な
っ
て
い
る
。
江
戸
本
店
・
江
戸
芝
口
店
・
大
坂
本
店
の
奉
公
人
数
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
店
舗
で
新
規
調
達
し
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て
い
る
傘
の
本
数
は
圧
倒
的
に
多
く
、
芝
口
店
で
回
収
人
足
賃
を
盛
り
込
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
、
こ
こ
に
盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
傘
は

店
舗
内
で
の
使
用
と
と
も
に
客
や
来
店
者
へ
の
貸
し
出
し
も
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

2　

諸
入
用
全
体
に
お
け
る
傘
の
割
合

傘
の
調
達
に
つ
い
て
み
る
前
に
、
諸
入
用
全
体
の
な
か
で
傘
の
し
め
る
割
合
を
み
て
お
き
た
い
。
小
遣
目
録
の
な
か
は
大
別
し
て
①「
雑

用
」、
②「
諸
入
用
」、
③「
不
時
入
用
」、
④「
見
世
入
用
」
の
分
類
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
細
か
い
費
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
①
は
食
料
品
、

第 3表　諸入用内訳（文政 （年［1（（0］上期） 単位　匁

金額順 費　　　目 金　額 割　合

 1 惣手代小遣 1（, 56（. （� （（. 11%
 （ 下男給金（中店共） （, 6（0. （� 1（. 95%
 （ 日雇賃（祝儀夜使増賃共） 4, 119. 6� （. 5（%
 4 惣容休足 （, 1（（. 6� 5. （0%
 5 水油 （, 99（. 1� 5. 4（%
 6 傘 （, 910. （� 5. （（%
 （ 台所道具一式 （, 01（. 6� （. 69%
 （ 蝋燭 （, 00（. 4� （. 6（%
 9 畳 1, 9（9. 1� （. 64%
10 本出入定使（祝儀合力） 1, 6（4. （� （. 0（%
11 家内祈祷料 1, 6（（. 9� （. 9（%
1（ 仏事入用 1, （（9. （� （. 54%
1（ 下男褒美（家父入銭共） 1, 1（5. 5� （. 0（%
14 諸役所外出籠 9（（. 5� 1. （1%
15 瀬戸物一式 5（（. （� 0. 9（%
16 荷桐油・油障子 4（4. （� 0. （9%
1（ 年季者仕着せ（諸入用共） （（0. （� 0. （0%
1（ 非人報謝銭 （4（. （� 0. 64%
19 表番三人給金 （（0. 0� 0. 49%
（0 名主・家主付届 （66. 6� 0. 49%
（1 子供髪結賃（油代共） （55. （� 0. 4（%
（（ 提灯 （（5. 0� 0. 41%
（（ はき物代 （（1. （� 0. 41%
（4 箒代 14（. 9� 0. （6%
（5 江ノ島鎌倉大山代参入用 1（（. 5� 0. （5%
（6 主中様方宿持支配送迎入用 9（. 1� 0. 1（%
（（ 灯心・附木 （4. 5� 0. 14%
（（ たばこ道具 （（. （� 0. 1（%
（9 表番革羽折 （（. 4� 0. 1（%

合　　　計 54, （16. 5�
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嗜
好
品
、
炭
・
炭
団
・
髪
結
賃
な
ど
奉
公
人
の
生
活
に
関
す
る
調
達
品
を
載
せ
る
。
②
に
は
日
雇
や
下
男
給
金
な
ど
の
人
件
費
、
蝋
燭
・
水

油
な
ど
の
光
熱
費
、
傘
・
提
灯
・
畳
と
い
っ
た
店
に
必
要
な
備
品
な
ど
を
載
せ
る
。
③
は
奉
公
人
の
出
張
旅
費
、
病
人
の
薬
代
な
ど
の
医
療

費
な
ど
の
適
宜
必
要
な
る
支
出
を
載
せ
る
。
④
は
店
か
ら
各
所
に
贈
る
進
物
費
、
買
物
客
に
提
供
す
る
酒
肴
な
ど
の
雑
費
、
文
具
類
、
店
舗

で
使
う
道
具
類
な
ど
、
店
頭
の
必
要
経
費
な
ど
を
載
せ
る
。

先
述
の
通
り
傘
は
②
の
諸
入
用
に
含
ま
れ
て
い
る
。
江
戸
本
店
の
諸
入
用
に
つ
い
て
サ
ン
プ
ル
的
に
抜
き
出
し
て
表
に
ま
と
め
た
。
第
3

第 4表　諸入用内訳（天保 11 年［1（40］上期） 単位　匁

金額順 費　　　目 金　額 割　合

 1 惣手代定小遣，子供仕着抱物料共 1（, 9（（. 1� （（. （0%
 （ 下男給金 （, （（（. 0� 11. （9%
 （ 水油類 5, 609. 6� （. 66%
 4 惣用休息 5, 1（9. 5� （. 01%
 5 蝋燭 4, 61（. （� （. 1（%
 6 日雇 4, （（9. 5� 6. 5（%
 （ 傘 （, 950. 6� 4. 56%
 （ 台所道具一式 （, 6（0. 4� 4. 05%
 9 畳 （, 541. （� （. 9（%
10 本出入定使祝儀合力 1, （（（. 9� （. （4%
11 家内祈祷料 1, （（6. 4� （. 6（%
1（ 下男褒美類 1, 401. 0� （. 16%
1（ 仏事入用 1, （（1. 5� 1. 90%
14 諸役所外出役料 （19. 0� 1. （6%
15 非人報謝銭 （11. 4� 1. 10%
16 提灯 5（1. 5� 0. （（%
1（ 履物 （（1. 1� 0. 59%
1（ 名主家主付届 （（0. （� 0. 59%
19 瀬戸物一式 （（（. 5� 0. 5（%
（0 男頭七兵衛給金 （60. 0� 0. 56%
（1 年季者入用 （51. （� 0. 54%
（（ 荷桐油紙 （4（. （� 0. 5（%
（（ 表番給金 （（0. 0� 0. 4（%
（4 子供髪結賃・油代 （6（. 0� 0. 41%
（5 箒 （51. 6� 0. （9%
（6 主中様方宿持支配人送迎入用 14（. 0� 0. （（%
（（ 代参入用 1（0. 0� 0. 19%
（（ 煙草道具一式 （9. （� 0. 1（%
（9 灯心・付木 51. 1� 0. 0（%

合　　　計 64, （49. 1�
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表
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）、
第
4
表
は
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）、
第
5
表
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
の
数
字
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

諸
入
用
の
内
容
を
列
記
し
、
金
額
の
多
い
順
に
並
び
替
え
た
。
い
ず
れ
も
手
代
の
小
遣
、
下
男
の
給
金
、
日
雇
賃
な
ど
人
件
費
が
半
数
近
く

を
占
め
、
水
油
や
蝋
燭
な
ど
の
光
熱
費
が
そ
れ
に
次
ぐ
。
傘
は
文
政
三
年
に
銀
二
貫
九
一
〇
匁
余
と
、
諸
入
用
全
体
の
五
・
三
％
程
度
で
あ

る
。
天
保
十
一
年
に
は
銀
二
貫
九
五
〇
匁
余
で
諸
入
用
全
体
の
四
・
五
六
％
、
万
延
元
年
に
は
銀
二
貫
五
八
〇
匁
余
で
諸
入
用
全
体
の
四
％

ほ
ど
と
な
っ
て
い
る
。
金
額
的
に
は
人
件
費
や
光
熱
費
に
比
べ
て
少
な
い
も
の
の
、
畳
、
提
灯
、
台
所
道
具
な
ど
の
店
の
必
要
備
品
の
な
か

第 5表　諸入用内訳（万延元年［1（60］上期） 単位　匁

金額順 費　　　目 金　額 割　合

 1 惣容定小遣，子供仕着抱物料共 1（, 95（. 5� （1. 61%
 （ 役料渡 6, 9（（. 5� 10. （（%
 （ 下男給金 6, （9（. （� 10. 6（%
 4 蝋燭 5, （（5. 5� （. 96%
 5 水油類 5, 60（. （� （. 69%
 6 日雇 （, 5（0. 0� 5. 54%
 （ 惣容休息 （, （05. 0� 5. 1（%
 （ 台所道具一式 （, （65. 0� 4. 44%
 9 傘 （, 5（0. （� 4. 00%
10 畳 1, 694. （� （. 6（%
11 本出入定使祝儀合力 1, 651. 1� （. 56%
1（ 家内祈祷料 1, 545. 0� （. （9%
1（ 下男褒美類 1, 4（0. 0� （. （1%
14 仏事入用 9（0. 0� 1. 50%
15 諸役所外出役料 （19. 0� 1. （（%
16 非人報謝銭 （49. 5� 1. 16%
1（ 瀬戸物一式 69（. （� 1. 0（%
1（ 提灯 60（. 0� 0. 94%
19 履物 （91. 5� 0. 61%
（0 名主家主付届 （（5. 0� 0. 5（%
（1 荷桐油紙 （65. （� 0. 5（%
（（ 子供髪結賃・油代 （60. （� 0. 56%
（（ 年季者入用 （（5. 0� 0. 5（%
（4 表番給金 （（0. 0� 0. 4（%
（5 箒 （（5. 4� 0. （6%
（6 主中様方宿持支配人送迎入用 （（5. 0� 0. （5%
（（ 代参入用 150. 0� 0. （（%
（（ 煙草道具一式 1（6. 9� 0. （0%
（9 灯心・付木 66. 0� 0. 10%

合　　　計 64, 564. 0�
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第 ６表　向店の諸入用（天保 11 年） 単位　匁

No. 費　　　目 金　額 割　合

 1 惣客小遣・小遣仕着せ 11, 6（4. （� （（. 01%
 （ 下男給金 （, 9（5. 0� 9. 46%
 （ 燈油 （, 04（. （� 6. 50%
 4 蝋燭 1, （（6. （� 5. 95%
 5 傘類 1, （5（. 0� 4. （0%
 6 祈祷・奉賀 1, （14. 0� 4. 1（%
 （ 日雇 1, （10. 0� （. （4%
 （ 家具・台所道具 1, 15（. （� （. 6（%
 9 畳類 90（. 9� （. （（%
10 暖簾 （66. （� （. （5%
11 出入之者合力祝儀 （5（. （� （. （0%
1（ 店用進物 （1（. 4� （. 59%
1（ 三ヶ都宿持支配人吉凶入用 69（. （� （. （（%
14 惣客花見仕足入用 64（. （� （. 06%
15 下男褒美 450. 0� 1. 4（%
16 福引用 （69. （� 1. 1（%
1（ 仏事入用 （54. 9� 1. 1（%
1（ 紙合羽・雨障子 （46. 5� 1. 10%
19 旦那様御入用 （（5. （� 1. 06%
（0 非人銭・番銭とも （1（. 6� 1. 01%
（1 瀬戸物類 （59. 6� 0. （（%
（（ 年季者仕着施 160. 5� 0. 51%
（（ 提灯類 145. （� 0. 46%
（4 名主殿礼銀・家主祝儀 145. 0� 0. 46%
（5 草履・下駄・草皷 106. （� 0. （4%
（6 箒類 6（. （� 0. （0%
（（ 子供水油 （6. （� 0. 1（%
（（ きせる・□□竹とも （4. （� 0. 0（%
（9 灯心 11. 0� 0. 0（%

（1, 54（. （�

第 ７表　江戸芝口店の諸入 用（天保 11 年）
単位　匁

No. 費　　　目 金　額 割　合

1 惣手代小遣料 （, （90. 0� （5. （4%
（ 下男給金，男頭共 （, 954. （� 9. 6（%
（ 灯油 （, 45（. 9� （. 04%
4 子供仕着せ小遣洗もの足

切共
1, （40. 5� 6. 0（%

5 畳類 1, 5（1. （� 5. 0（%
6 傘 1, 4（0. 9� 4. （5%
（ 蝋燭 1, （94. （� 4. 5（%
（ 勤仕料 1, （0（. 0� （. 94%
9 日雇い人足 1, 14（. 0� （. （4%
10 台所諸道具入用 1, 050. （� （. 44%
11 家内祈祷料 （94. 6� （. 9（%
1（ 仏事 （（1. 1� （. （6%
1（ 惣用花見休息諸入用 5（4. 6� 1. （5%
14 惣用芝居休息入用 5（（. （� 1. （1%
15 出入の者へ合力 49（. 5� 1. 6（%
16 年季者仕着せ小遣足切洗

物賃共
4（4. 1� 1. 4（%

1（ 向店出し物人足 4（（. 0� 1. 41%
1（ 下男七夕祝儀 （9（. 4� 1. （0%
19 桐油・合羽・引窓・油障

子
（94. 9� 1. （9%

（0 提灯 （14. （� 1. 0（%
（1 瀬戸物 （05. （� 1. 00%
（（ 増給金 （00. 0� 0. 9（%
（（ 報謝銭 （（1. 9� 0. （9%
（4 名主殿家主祝儀 （40. 0� 0. （9%
（5 草 履・草 皷・下 駄・雪

踏・鼻緒共
（16. 0� 0. （1%

（6 代参（日光・三峯山・大
山・江ノ島）

（14. 0� 0. （0%

（（ 町内番銭 16（. （� 0. 55%
（（ 松飾諸入用 156. 9� 0. 51%
（9 箒・煙管・無節竹・灰吹

とも
1（1. 5� 0. 4（%

（0 町内若衆へ付け届け 105. 0� 0. （4%
（1 非人松右衛門仕切銭 9（. （� 0. （（%
（（ 久印 90. 0� 0. （9%
（（ 表番立附 （（. （� 0. （5%
（4 本所庭諸入用・店々割合 4（. 0� 0. 15%
（5 附木・灯心 （（. 4� 0. 0（%

（0, 5（1. （�
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第 ７表　江戸芝口店の諸入 用（天保 11 年）
単位　匁

No. 費　　　目 金　額 割　合

1 惣手代小遣料 （, （90. 0� （5. （4%
（ 下男給金，男頭共 （, 954. （� 9. 6（%
（ 灯油 （, 45（. 9� （. 04%
4 子供仕着せ小遣洗もの足

切共
1, （40. 5� 6. 0（%

5 畳類 1, 5（1. （� 5. 0（%
6 傘 1, 4（0. 9� 4. （5%
（ 蝋燭 1, （94. （� 4. 5（%
（ 勤仕料 1, （0（. 0� （. 94%
9 日雇い人足 1, 14（. 0� （. （4%
10 台所諸道具入用 1, 050. （� （. 44%
11 家内祈祷料 （94. 6� （. 9（%
1（ 仏事 （（1. 1� （. （6%
1（ 惣用花見休息諸入用 5（4. 6� 1. （5%
14 惣用芝居休息入用 5（（. （� 1. （1%
15 出入の者へ合力 49（. 5� 1. 6（%
16 年季者仕着せ小遣足切洗

物賃共
4（4. 1� 1. 4（%

1（ 向店出し物人足 4（（. 0� 1. 41%
1（ 下男七夕祝儀 （9（. 4� 1. （0%
19 桐油・合羽・引窓・油障

子
（94. 9� 1. （9%

（0 提灯 （14. （� 1. 0（%
（1 瀬戸物 （05. （� 1. 00%
（（ 増給金 （00. 0� 0. 9（%
（（ 報謝銭 （（1. 9� 0. （9%
（4 名主殿家主祝儀 （40. 0� 0. （9%
（5 草 履・草 皷・下 駄・雪

踏・鼻緒共
（16. 0� 0. （1%

（6 代参（日光・三峯山・大
山・江ノ島）

（14. 0� 0. （0%

（（ 町内番銭 16（. （� 0. 55%
（（ 松飾諸入用 156. 9� 0. 51%
（9 箒・煙管・無節竹・灰吹

とも
1（1. 5� 0. 4（%

（0 町内若衆へ付け届け 105. 0� 0. （4%
（1 非人松右衛門仕切銭 9（. （� 0. （（%
（（ 久印 90. 0� 0. （9%
（（ 表番立附 （（. （� 0. （5%
（4 本所庭諸入用・店々割合 4（. 0� 0. 15%
（5 附木・灯心 （（. 4� 0. 0（%

（0, 5（1. （�

第 8表　大坂本店の諸入用（天保 11 年） 単位　匁

No. 費　　　目 金　額 割　合

 1 荷物日雇 （4, （（4. 0� （5. （1%
 （ 手代・子供小遣 19, （（（. 5� （（. 6（%
 （ 支配人・組頭役料 5, （（5. 0� （. （4%
 4 燈油 （, 9（（. 0� 5. （（%
 5 傘 （, 50（. （� （. 61%
 6 台所下男給銀祝儀 1, 9（5. 1� （. （4%
 （ 蝋燭 1, 550. 0� （. （（%
 （ 前売場・外出方・子供頭役料 1, （（9. 0� 1. 99%
 9 祈祷料 1, （9（. （� 1. （（%
10 畳表 9（（. 5� 1. 41%
11 仏事用 9（9. 5� 1. （5%
1（ 道具類（戸障子襖桐箪笥硯箱，

燭台類，鍋釜銚子，茶瓶金杓
子法帳金土器，錠前鍵）

6（0. （� 0. 9（%

1（ 客子供髪結賃油元結祝儀 6（0. 0� 0. 96%
14 瀬戸物 56（. 9� 0. （（%
15 小 買 物（桶・杓・杓 子・釣

瓶・箱・橋・楊枝・灯心・附
木・銭差など）

509. 6� 0. （（%

16 履物・草履・貸下駄 4（1. 6� 0. 69%
1（ 初元用 459. 4� 0. 66%
1（ 御年寄町役祝儀月別 440. 0� 0. 6（%
19 稼具類 （6（. （� 0. 5（%
（0 荷桐油・油紙 190. 5� 0. （（%
（1 提灯 1（5. 0� 0. 1（%
（（ 煙草道具一式 94. （� 0. 14%
（（ 垣外番 91. 0� 0. 1（%
（4 箒 5（. 0� 0. 0（%

69, 461. （�
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で
は
最
も
多
く
の
金
額
を
か
け
て
い
た
調
達
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
他
の
営
業
店
も
概
ね
同
様
で
あ
る
。
第
6
表
に
天
保
十
一

年
の
江
戸
向
店
、
第
7
表
に
同
年
の
江
戸
芝
口
店
、
第
8
表
に
同
年
の
大
坂
本
店
の
諸
入
用
（
大
坂
本
店
は
「
諸
式
入
用
」）
の
数
字
を
金
額

順
に
並
び
替
え
て
掲
載
し
た
。
い
ず
れ
も
天
保
十
一
年
の
数
字
で
あ
る
。
各
店
舗
費
目
に
若
干
異
動
は
あ
る
も
の
の
、
概
ね
人
件
費
と
光
熱

費
が
上
位
を
占
め
、
必
要
備
品
の
筆
頭
の
一
つ
と
し
て
傘
が
見
え
る
。
ま
た
江
戸
向
店
や
江
戸
芝
口
店
で
は
、
雨
障
子
な
ど
雨
よ
け
の
そ
の

他
の
備
品
と
と
も
に
合
羽
も
計
上
さ
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
に
入
っ
て
も
一
部
店
舗
で
は
合
羽
を
店
の
備
品
と
し
て
調
達
を
続
け
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
江
戸
本
店
を
初
め
と
し
た
各
営
業
店
舗
で
傘
の
調
達
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

3　

調
達
金
額
か
ら
み
る
傘
の
傾
向

で
は
、
本
店
一
巻
の
各
店
舗
が
半
期
ご
と
に
傘
の
調
達
・
修
理
に
か
け
た
銀
額
を
見
て
み
よ
う
。
第
9
表
に
銀
額
一
覧
を
ま
と
め
、
第
10

年
江戸本店 江戸向店 江戸芝口店 大坂本店 京本店

春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

文政元年 1（1（ （, 946. 5� （, 06（. （� 1, （69. 5� 1, 004. 5� 1, （45. （� 1, （6（. 1� （（1. 6� 49（. 0� （（（. （� （（（. （�
文政 （年 1（19 （, （4（. （� （, 015. 0� 1, 4（6. （� 941. （� 1, 44（. （� 1, （09. （� （4（. （� 4（1. 6� （65. （� （49. （�
文政 （年 1（（0 （, 910. （� 1, 9（（. （� 1, （4（. 4� 1, 101. 0� 1, 65（. （� 1, 161. 6� （6（. 0� 500. （� 61（. 1� （（（. （�
文政 4年 1（（1 （, 0（4. （� 1, 5（1. （� 1, 414. （� 1, 005. 0� 94（. （� 9（6. （� （4（. 0� 51（. （� 4（0. （� （（（. 9�
文政 5年 1（（（ （, 905. 0� 1, （（9. 5� 1, 44（. 9� 1, 119. （� 1, 5（9. 5� 1, 09（. 4� （66. 6� 506. （� 560. （� 4（（. （�
文政 6 1（（（ （, （（5. （� 1, （9（. 0� 1, 5（（. 6� 66（. （� （（（. 0�
文政 （ 1（（4 （, 69（. （� 1, 515. 1� 1, （60. （� 1, 06（. （� 1, （9（. （� 1, （（（. 6� 6（9. 0� 5（（. （� 455. 5� 41（. 9�
文政 （ 1（（5 （, （0（. （� （, （00. 6� 1, 551. 0� 1, 0（0. 0� 1, （90. 1� 1, 096. 0� （9（. （� 509. （� 5（（. 9� 445. 9�
文政 9 1（（6 （, （（4. （� 1, （（9. 0� 1, 16（. 4� 660. （� 46（. （�
文政 10 1（（（ （, （55. （� （, 1（（. 1� 1, 44（. （� 1, 0（（. （� 1, 506. 5� 1, 1（（. （� （（（. （� 56（. 9� 4（（. （� （（（. （�
文政 11 1（（（ （, 90（. （� （, 111. 4� 1, 5（（. （� （（0. （� 1, 4（（. （� 1, 0（（. （� （（6. 4� 60（. （� 40（. （� （（6. 4�
文政 1（ 1（（9 （, （06. （� （, 1（6. 0� 1, 4（0. 5� （（（. 6� 1, 6（（. （� 1, 069. （� （（4. （� 554. 6� （1（. 1� （（9. （�
文政 1（ 1（（0 （, 995. （� 1, 45（. 0� 1, （（（. （� 95（. 4� （（0. （�
天保 （ 1（（1 （, （41. 6� （, 1（6. 0� 1, 4（（. （� （（1. （� 1, （（（. （� 1, 109. （� （0（. （� 651. 1� （5（. （� 4（0. （�
天保 （ 1（（（ （, 9（（. 1� （, （5（. 6� 1, 4（（. 9� 91（. 5� 1, （6（. 1� 1, （44. 0� 660. （� （1（. 1� （4（. （� 461. 5�
天保 4 1（（（ （, 106. （� （, 460. 5� 1, 4（（. 6� （1（. 4� 1, （4（. （� 1, （46. （� （69. （� （10. （� （61. 6� （55. 4�
天保 5 1（（4 （, 95（. 4� （, （15. 0� 1, （49. 9� （6（. （� 1, 190. （� 1, 1（（. 4� 619. （� 6（4. 0� （04. 9� （4（. 0�
天保 6 1（（5 （, （（（. 5� （, （（4. （� 1, （5（. （� 9（（. 9� 1, （（（. 5� 1, （59. 0� （10. 0� （09. 5� （5（. （� 4（（. 9�
天保 （ 1（（6 （, 4（9. 1� （, 1（0. 5� 1, 516. 0� （1（. 9� 1, （66. 0� 1, （（6. 5� 1, （9（. （� （（（. 9� 5（9. 4� 54（. 5�
天保 （ 1（（（ （, 160. （� （, 16（. （� 1, 51（. （� 9（9. （� 1, 646. 9� 1, （11. 0� 99（. 0� 965. 0� （91. 9� （45. 5�
天保 9 1（（（ （, 4（（. （� （, （40. 6� 1, 646. （� （10. （� 1, 594. 5� 1, （60. （� 1, （05. 0� 9（5. 6� 544. 4� 4（5. 6�
天保 10 1（（9 （, 409. 6� 1, （（1. 6� 1, （（1. 6� （（0. 4� 1, （6（. 6� 950. （� （, 50（. （� 9（（. 5� 504. 6� 445. 9�
天保 11 1（40 （, 950. 6� 1, （（1. （� 1, （5（. 0� （（1. （� 1, 4（0. 9� 909. 4� （, 50（. （� 1, 464. 9� 49（. 9� 655. （�
天保 1（ 1（41 （, 5（（. 0� （, 1（（. 6� 1, （4（. （� 9（4. 6� 1, 660. 1� 1, 166. （� （, （16. 1� 969. （� 6（5. （� 656. 4�
天保 1（ 1（4（ （, 6（（. （� 1, （（1. （� 1, （56. 5� （95. 0� 1, （6（. 0� 1, 16（. 4� （, 400. 1� 9（（. 4� 561. 5� 654. 6�
天保 14 1（4（ （, 4（1. 5� 1, （96. （� 1, （1（. （� （（（. 6� 1, （（（. （� 1, 1（1. 1� 1, 59（. 0� （（6. （� 5（（. （� 545. （�
天保 15 1（44 （, 564. （� 1, 41（. 0� 1, 16（. （� （45. （� 1, （9（. （� 1, 110. （� 1, （（0. （� 1, 15（. 6� 561. 4� 5（1. 0�
弘化 （ 1（45 （, 59（. 0� 1, 4（4. 4� 195. 4� （4（. 5� 1, 60（. 6� 96（. 0� 1, 45（. 4� 1, 09（. 4� 5（9. 0� 56（. （�
弘化 （ 1（46 （, 455. （� 1, 4（5. 0� 1, 59（. （� （5（. 1� 1, （（1. 1� 1, 09（. （� （, 1（（. （� 1, 090. （� 6（0. 4� 554. 5�
弘化 4 1（4（ （, 5（0. 4� 1, 501. 4� 1, 1（9. （� （91. （� 1, 5（9. （� 9（（. 1� 1, 500. 4� 9（（. （� 545. 9� 495. （�
弘化 5 1（4（ （, 4（（. （� 1, 514. （� 1, 154. （� （54. （� 1, （59. 9� 9（4. （� 1, 6（4. （� （（（. （� 554. （� 56（. 0�
嘉永 （ 1（49 （, 6（4. 5� 1, 5（0. 1� 1, 5（0. （� （0（. （� （, 1（（. 0� （（（. 1� 1, 556. 0� （6（. 6� 5（4. 5� （95. 1�
嘉永 （ 1（50 （, 5（4. 1� 1, 4（（. （� 1, 1（0. 1� （9（. 6� 1, 4（（. （� 90（. （� 1, 10（. 0� 65（. 9� 455. （� 40（. （�
嘉永 4 1（51 （, （（5. （� 1, （11. （� 1, 0（4. （� （（（. （� 1, 501. 1� （91. （� 1, 094. （� 644. 1� 4（（. 6� （（（. （�
嘉永 5 1（5（ （, （（（. （� 1, 151. 5� 1, 15（. 6� （（1. 5� 1, 441. 0� （6（. （� 1, （（1. （� 6（5. （� （1（. （� （16. （�
嘉永 6 1（5（ （, （（（. 0� 1, 1（5. 5� 1, 0（4. 9� （60. 4� 1, 444. （� （5（. 5� （（0. （� 560. 4� （56. （� （（（. 6�
嘉永 （ 1（54 （, （9（. 6� 1, （0（. （� 1, 0（9. 5� 944. 1� 1, 41（. 4� 9（（. （� 955. 5� 65（. 0� （5（. 5� （16. 1�
安政 （ 1（55 （, （09. 1� 1, 069. 9� 1, 0（1. （� （51. 4� 1, （1（. （� （（（. 5� 91（. 0� 54（. （� （5（. （� （65. （�
安政 （ 1（56 （, （（6. （� 1, 56（. 6� 1, 0（（. 0� （5（. 9� 1, （59. （� （64. 5� 900. 0� 5（4. （� （（9. （� （（1. 0�
安政 4 1（5（ （, 441. （� 1, 6（（. 6� 1, 1（1. （� （5（. （� 1, （19. 1� （5（. （� 1, （（1. 4� 59（. 0� （5（. 9� （（（. （�
安政 5 1（5（ （, 5（6. 1� 1, （（4. （� 1, （（（. （� （（（. 6� 1, 1（5. 4� （0（. （� 1, 050. 0� 64（. 4� （40. 6� （9（. （�
安政 6 1（59 （, 656. （� 1, 65（. 6� 1, 1（（. 9� （46. 0� 1, 160. 5� （49. （� 1, 0（6. 5� 65（. 4� （6（. （� （46. 4�

単位：匁
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年
江戸本店 江戸向店 江戸芝口店 大坂本店 京本店

春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

文政元年 1（1（ （, 946. 5� （, 06（. （� 1, （69. 5� 1, 004. 5� 1, （45. （� 1, （6（. 1� （（1. 6� 49（. 0� （（（. （� （（（. （�
文政 （年 1（19 （, （4（. （� （, 015. 0� 1, 4（6. （� 941. （� 1, 44（. （� 1, （09. （� （4（. （� 4（1. 6� （65. （� （49. （�
文政 （年 1（（0 （, 910. （� 1, 9（（. （� 1, （4（. 4� 1, 101. 0� 1, 65（. （� 1, 161. 6� （6（. 0� 500. （� 61（. 1� （（（. （�
文政 4年 1（（1 （, 0（4. （� 1, 5（1. （� 1, 414. （� 1, 005. 0� 94（. （� 9（6. （� （4（. 0� 51（. （� 4（0. （� （（（. 9�
文政 5年 1（（（ （, 905. 0� 1, （（9. 5� 1, 44（. 9� 1, 119. （� 1, 5（9. 5� 1, 09（. 4� （66. 6� 506. （� 560. （� 4（（. （�
文政 6 1（（（ （, （（5. （� 1, （9（. 0� 1, 5（（. 6� 66（. （� （（（. 0�
文政 （ 1（（4 （, 69（. （� 1, 515. 1� 1, （60. （� 1, 06（. （� 1, （9（. （� 1, （（（. 6� 6（9. 0� 5（（. （� 455. 5� 41（. 9�
文政 （ 1（（5 （, （0（. （� （, （00. 6� 1, 551. 0� 1, 0（0. 0� 1, （90. 1� 1, 096. 0� （9（. （� 509. （� 5（（. 9� 445. 9�
文政 9 1（（6 （, （（4. （� 1, （（9. 0� 1, 16（. 4� 660. （� 46（. （�
文政 10 1（（（ （, （55. （� （, 1（（. 1� 1, 44（. （� 1, 0（（. （� 1, 506. 5� 1, 1（（. （� （（（. （� 56（. 9� 4（（. （� （（（. （�
文政 11 1（（（ （, 90（. （� （, 111. 4� 1, 5（（. （� （（0. （� 1, 4（（. （� 1, 0（（. （� （（6. 4� 60（. （� 40（. （� （（6. 4�
文政 1（ 1（（9 （, （06. （� （, 1（6. 0� 1, 4（0. 5� （（（. 6� 1, 6（（. （� 1, 069. （� （（4. （� 554. 6� （1（. 1� （（9. （�
文政 1（ 1（（0 （, 995. （� 1, 45（. 0� 1, （（（. （� 95（. 4� （（0. （�
天保 （ 1（（1 （, （41. 6� （, 1（6. 0� 1, 4（（. （� （（1. （� 1, （（（. （� 1, 109. （� （0（. （� 651. 1� （5（. （� 4（0. （�
天保 （ 1（（（ （, 9（（. 1� （, （5（. 6� 1, 4（（. 9� 91（. 5� 1, （6（. 1� 1, （44. 0� 660. （� （1（. 1� （4（. （� 461. 5�
天保 4 1（（（ （, 106. （� （, 460. 5� 1, 4（（. 6� （1（. 4� 1, （4（. （� 1, （46. （� （69. （� （10. （� （61. 6� （55. 4�
天保 5 1（（4 （, 95（. 4� （, （15. 0� 1, （49. 9� （6（. （� 1, 190. （� 1, 1（（. 4� 619. （� 6（4. 0� （04. 9� （4（. 0�
天保 6 1（（5 （, （（（. 5� （, （（4. （� 1, （5（. （� 9（（. 9� 1, （（（. 5� 1, （59. 0� （10. 0� （09. 5� （5（. （� 4（（. 9�
天保 （ 1（（6 （, 4（9. 1� （, 1（0. 5� 1, 516. 0� （1（. 9� 1, （66. 0� 1, （（6. 5� 1, （9（. （� （（（. 9� 5（9. 4� 54（. 5�
天保 （ 1（（（ （, 160. （� （, 16（. （� 1, 51（. （� 9（9. （� 1, 646. 9� 1, （11. 0� 99（. 0� 965. 0� （91. 9� （45. 5�
天保 9 1（（（ （, 4（（. （� （, （40. 6� 1, 646. （� （10. （� 1, 594. 5� 1, （60. （� 1, （05. 0� 9（5. 6� 544. 4� 4（5. 6�
天保 10 1（（9 （, 409. 6� 1, （（1. 6� 1, （（1. 6� （（0. 4� 1, （6（. 6� 950. （� （, 50（. （� 9（（. 5� 504. 6� 445. 9�
天保 11 1（40 （, 950. 6� 1, （（1. （� 1, （5（. 0� （（1. （� 1, 4（0. 9� 909. 4� （, 50（. （� 1, 464. 9� 49（. 9� 655. （�
天保 1（ 1（41 （, 5（（. 0� （, 1（（. 6� 1, （4（. （� 9（4. 6� 1, 660. 1� 1, 166. （� （, （16. 1� 969. （� 6（5. （� 656. 4�
天保 1（ 1（4（ （, 6（（. （� 1, （（1. （� 1, （56. 5� （95. 0� 1, （6（. 0� 1, 16（. 4� （, 400. 1� 9（（. 4� 561. 5� 654. 6�
天保 14 1（4（ （, 4（1. 5� 1, （96. （� 1, （1（. （� （（（. 6� 1, （（（. （� 1, 1（1. 1� 1, 59（. 0� （（6. （� 5（（. （� 545. （�
天保 15 1（44 （, 564. （� 1, 41（. 0� 1, 16（. （� （45. （� 1, （9（. （� 1, 110. （� 1, （（0. （� 1, 15（. 6� 561. 4� 5（1. 0�
弘化 （ 1（45 （, 59（. 0� 1, 4（4. 4� 195. 4� （4（. 5� 1, 60（. 6� 96（. 0� 1, 45（. 4� 1, 09（. 4� 5（9. 0� 56（. （�
弘化 （ 1（46 （, 455. （� 1, 4（5. 0� 1, 59（. （� （5（. 1� 1, （（1. 1� 1, 09（. （� （, 1（（. （� 1, 090. （� 6（0. 4� 554. 5�
弘化 4 1（4（ （, 5（0. 4� 1, 501. 4� 1, 1（9. （� （91. （� 1, 5（9. （� 9（（. 1� 1, 500. 4� 9（（. （� 545. 9� 495. （�
弘化 5 1（4（ （, 4（（. （� 1, 514. （� 1, 154. （� （54. （� 1, （59. 9� 9（4. （� 1, 6（4. （� （（（. （� 554. （� 56（. 0�
嘉永 （ 1（49 （, 6（4. 5� 1, 5（0. 1� 1, 5（0. （� （0（. （� （, 1（（. 0� （（（. 1� 1, 556. 0� （6（. 6� 5（4. 5� （95. 1�
嘉永 （ 1（50 （, 5（4. 1� 1, 4（（. （� 1, 1（0. 1� （9（. 6� 1, 4（（. （� 90（. （� 1, 10（. 0� 65（. 9� 455. （� 40（. （�
嘉永 4 1（51 （, （（5. （� 1, （11. （� 1, 0（4. （� （（（. （� 1, 501. 1� （91. （� 1, 094. （� 644. 1� 4（（. 6� （（（. （�
嘉永 5 1（5（ （, （（（. （� 1, 151. 5� 1, 15（. 6� （（1. 5� 1, 441. 0� （6（. （� 1, （（1. （� 6（5. （� （1（. （� （16. （�
嘉永 6 1（5（ （, （（（. 0� 1, 1（5. 5� 1, 0（4. 9� （60. 4� 1, 444. （� （5（. 5� （（0. （� 560. 4� （56. （� （（（. 6�
嘉永 （ 1（54 （, （9（. 6� 1, （0（. （� 1, 0（9. 5� 944. 1� 1, 41（. 4� 9（（. （� 955. 5� 65（. 0� （5（. 5� （16. 1�
安政 （ 1（55 （, （09. 1� 1, 069. 9� 1, 0（1. （� （51. 4� 1, （1（. （� （（（. 5� 91（. 0� 54（. （� （5（. （� （65. （�
安政 （ 1（56 （, （（6. （� 1, 56（. 6� 1, 0（（. 0� （5（. 9� 1, （59. （� （64. 5� 900. 0� 5（4. （� （（9. （� （（1. 0�
安政 4 1（5（ （, 441. （� 1, 6（（. 6� 1, 1（1. （� （5（. （� 1, （19. 1� （5（. （� 1, （（1. 4� 59（. 0� （5（. 9� （（（. （�
安政 5 1（5（ （, 5（6. 1� 1, （（4. （� 1, （（（. （� （（（. 6� 1, 1（5. 4� （0（. （� 1, 050. 0� 64（. 4� （40. 6� （9（. （�
安政 6 1（59 （, 656. （� 1, 65（. 6� 1, 1（（. 9� （46. 0� 1, 160. 5� （49. （� 1, 0（6. 5� 65（. 4� （6（. （� （46. 4�

第 9表　各営業店の傘調達費用（新規・張替）



38

図
で
全
店
舗
の
上
半
期
（
春
季
、
正
月
〜
七
月
分
）
の
み
抽
出
し
た
も
の
を
グ
ラ
フ
化
し
た
。

全
店
舗
の
共
通
点
と
し
て
、
ま
ず
概
ね
上
半
期
の
調
達
金
額
が
多
い
。
こ
れ
は
や
は
り
梅
雨
の
時
期
の
貸
出
の
多
さ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ

う
。
梅
雨
に
向
け
て
準
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
貸
し
出
し
て
返
っ
て
こ
な
い
喪
失
分
の
補
充
、
損
傷
分
の
修
理
な
ど
で
費
用

が
か
か
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
に
に
わ
か
雨
の
多
い
時
期
の
貸
傘
が
多
い
の
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
下
半
期
に
も
秋
雨
や
台
風
、
冬
場

の
に
わ
か
雪
な
ど
、
傘
を
貸
し
出
す
機
会
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
傘
を
用
意
せ
ず
に
出
か
け
て
雨
に
降
ら
れ
る
可
能
性
の
高
い
上
半
期
の
方
が

支
出
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

全
体
の
傾
向
は
取
り
づ
ら
い
が
、
嘉
永
年
間
の
後
半
か
ら
文
久
年
間
頃
（
一
八
五
〇
年
代
〜
六
〇
年
代
前
半
）
に
か
け
て
全
体
的
に
金
額

の
少
な
い
時
期
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
三
井
と
し
て
経
営
的
に
危
う
く
、
緊
縮
財
政
が
行
わ
れ
て
い

た
可
能
性
は
あ
る
。

逆
に
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
の
上
半
期
に
全
店
舗
の
調
達
金
額
が

増
加
し
て
い
る
。
帳
簿
の
注
記
（
附
表
3
）
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
三
都
で

雨
天
が
続
き
、
調
達
・
修
理
に
費
用
が
嵩
ん
だ
と
い
う
（「
春
中
雨
天
勝
有

之
候
ニ
付
、
銀
高
相
増
申
候
」（
江
戸
本
店
）、「
春
以
来
雨
天
勝
ニ
而
貸
傘

等
多
く
、
且
ハ
紙
類
高
直
旁
傘
迚
も
高
直
、
依
而
銀
高
相
増
申
候
」（
江
戸

芝
口
店
）、「
当
春
季
雨
繁
く
道
者
衆
へ
多
く
貸
失
ひ
候
も
在
之
ニ
付
、
入
用

相
嵩
不
詰
奉
存
候
、
猶
跡
々
儀
理
為
相
詰
可
申
候
」（
大
坂
本
店
）、「
雨
降

繁
く
御
座
候
ニ
付
、
如
此
銀
高
相
嵩
申
候
」（
京
本
店
））。
さ
ら
に
芝
口
店

は
、
紙
類
の
価
格
高
騰
に
と
も
な
い
傘
の
費
用
も
値
上
が
り
し
て
い
る
と
報

年
江戸本店 江戸向店 江戸芝口店 大坂本店 京本店

春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

安政 （ 1（60 （, 5（0. （� 1, （4（. （� 1, 54（. （� 1, 4（6. 0� （（4. 4�
万延 （ 1（61 （, （（1. 1� 1, （4（. （� 1, 446. 1� 9（（. （� （40. （�
文久 （ 1（6（ （, （11. （� 1, （（5. （� 1, （51. 5� 9（1. 0� 95（. 6� （55. 6�
文久 （ 1（6（ （, （95. 0� 1, （（（. （� 1, （（（. 5� （4（. （� 1, （90. 1� （9（. 0� 956. 0� （14. 0� （（9. 1� （16. 9�
文久 4 1（64 （, （（（. 5� 1, （（9. 9� 1, （60. 4� 99（. 9� 1, （（9. （� （91. 1� 1, 161. 6� （45. （� 515. 1� 4（9. （�
元治 （ 1（65 （, 594. 5� 1, 90（. 5� （, （（（. 1� 1, 014. （� 1, 19（. 0� （94. （� 9（（. 5� 1, 50（. 6� 545. 1� 449. （�
慶應 （ 1（66 （, （（5. 0� 1, 91（. （� 1, 559. （� 1, 014. 5� 1, 156. （� （（（. 6� 1, （（9. （� （, 1（6. 9� 446. （� 4（9. 6�
慶應 （ 1（6（ （, 59（. 5� 1, （54. 0� 1, 5（1. 9� 1, 01（. （� 1, 169. （� （56. 0� （, （6（. 6� （, 05（. 0� 1, 0（（. 0� （5（. （�
慶應 4 1（6（ （, （65. 5� 1, 5（4. （� 1, 4（4. 0� （（（. （� （, 1（（. （� （, 004. （� （90. （�
明治 （ 1（69 （, （（6. （� （, 110. 6� （, 1（（. 5� （, 61（. （�
明治 （ 1（（0 （, 610. （� 1, 664. 4� 1, 995. （� 1, 1（（. 0� 561. （�
明治 4 1（（1 1, 6（1. 6� 1, 0（0. 4� （59. （�

出所）　「小遣方目録」「小遣目録」（京本店・江戸本店・江戸向店・江戸芝口店），「雑用方目 録」（大坂本店）を使用．
注）　史料番号については三井文庫作成の以下の分類目録を参照されたい．『三井文庫所蔵史 料主要帳簿目録（京本店等作成分）』（（（～（（ 頁），
『三井文庫所蔵史料主要帳簿目録（江戸本店，大坂本店等作成分）』（（～1（ 頁［江戸本店 分］，（（～9（ 頁［江戸向店分］，140～146 頁［江
戸芝口店分］，（16～（（（ 頁［大坂本店分］）．
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告
し
、
大
坂
本
店
は
、
道
者
衆
に
傘
を
提
供
し
た
た
め
貸
し
失
い
が
多
か
っ

た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
年
の
江
戸
で
は
物
価
高
騰
の
傾
向
が
あ
っ

た
よ
う
で
、
同
年
下
半
期
の
江
戸
本
店
の
注
記
で
「
相
庭
高
直
ニ
付
銀
高
相

増
申
候
」
と
報
告
し
て
お
り
、
江
戸
芝
口
店
も
「
傘
・
桐
油
・
桃
灯
類
、
紙

高
直
、
依
而
銀
高
相
増
申
候
」
と
あ
り
、
引
き
続
き
紙
の
価
格
が
高
騰
し
て

お
り
傘
の
調
達
費
用
も
上
昇
し
て
い
る
旨
報
告
し
て
い
る
。

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
上
半
期
も
全
店
舗
で
調
達
・
修
復
金
額
が
増

加
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
各
店
舗
は
注
記
で
雨
天
の
多
さ
を
報
告
し
て
い
る

（「
当
年
雨
天
勝
ニ
有
之
銀
高
相
増
申
候
」（
江
戸
本
店
）、「
夏
已
来
雨
天
勝

ニ
在
之
、
依
而
銀
高
相
増
申
候
」（
江
戸
向
店
）、「
雨
天
続
、
且
ハ
閏
月
旁

渡
し
傘
等
多
出
来
、
銀
高
相
増
申
候
」（
江
戸
芝
口
店
）、「
当
春
雨
天
勝
ニ

而
銀
高
相
嵩
申
候
」（
大
坂
本
店
）、「
傘
当
春
雨
天
続
ニ
而
張
替
等
多
く
如

斯
銀
高
相
嵩
申
候
、
当
（
下
半
期
）
季
之
処
成
丈
ケ
相
減
候
様
、
駈
引
可
仕
候
」（
京
本

店
）
い
ず
れ
も
附
表
3
参
照
）。
特
に
芝
口
店
で
は
閏
月
（
弘
化
三
年
は
閏
五

月
が
あ
る
）
が
あ
っ
た
た
め
貸
傘
が
多
か
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
京

本
店
も
雨
天
続
き
で
張
替
が
多
か
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
お
り
、
三
都
の
天

候
不
順
に
よ
る
調
達
・
修
理
本
数
の
増
加
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

各
店
舗
ご
と
の
様
子
も
簡
単
に
見
て
み
た
い
。
ま
ず
、
江
戸
本
店
の
金
額

年
江戸本店 江戸向店 江戸芝口店 大坂本店 京本店

春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

安政 （ 1（60 （, 5（0. （� 1, （4（. （� 1, 54（. （� 1, 4（6. 0� （（4. 4�
万延 （ 1（61 （, （（1. 1� 1, （4（. （� 1, 446. 1� 9（（. （� （40. （�
文久 （ 1（6（ （, （11. （� 1, （（5. （� 1, （51. 5� 9（1. 0� 95（. 6� （55. 6�
文久 （ 1（6（ （, （95. 0� 1, （（（. （� 1, （（（. 5� （4（. （� 1, （90. 1� （9（. 0� 956. 0� （14. 0� （（9. 1� （16. 9�
文久 4 1（64 （, （（（. 5� 1, （（9. 9� 1, （60. 4� 99（. 9� 1, （（9. （� （91. 1� 1, 161. 6� （45. （� 515. 1� 4（9. （�
元治 （ 1（65 （, 594. 5� 1, 90（. 5� （, （（（. 1� 1, 014. （� 1, 19（. 0� （94. （� 9（（. 5� 1, 50（. 6� 545. 1� 449. （�
慶應 （ 1（66 （, （（5. 0� 1, 91（. （� 1, 559. （� 1, 014. 5� 1, 156. （� （（（. 6� 1, （（9. （� （, 1（6. 9� 446. （� 4（9. 6�
慶應 （ 1（6（ （, 59（. 5� 1, （54. 0� 1, 5（1. 9� 1, 01（. （� 1, 169. （� （56. 0� （, （6（. 6� （, 05（. 0� 1, 0（（. 0� （5（. （�
慶應 4 1（6（ （, （65. 5� 1, 5（4. （� 1, 4（4. 0� （（（. （� （, 1（（. （� （, 004. （� （90. （�
明治 （ 1（69 （, （（6. （� （, 110. 6� （, 1（（. 5� （, 61（. （�
明治 （ 1（（0 （, 610. （� 1, 664. 4� 1, 995. （� 1, 1（（. 0� 561. （�
明治 4 1（（1 1, 6（1. 6� 1, 0（0. 4� （59. （�

出所）　「小遣方目録」「小遣目録」（京本店・江戸本店・江戸向店・江戸芝口店），「雑用方目 録」（大坂本店）を使用．
注）　史料番号については三井文庫作成の以下の分類目録を参照されたい．『三井文庫所蔵史 料主要帳簿目録（京本店等作成分）』（（（～（（ 頁），
『三井文庫所蔵史料主要帳簿目録（江戸本店，大坂本店等作成分）』（（～1（ 頁［江戸本店 分］，（（～9（ 頁［江戸向店分］，140～146 頁［江
戸芝口店分］，（16～（（（ 頁［大坂本店分］）．

第 9表続き
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文政元年
文政2年
文政3年
文政4年
文政5年
文政6

文政7

文政8

文政9

文政10

文政11

文政12

文政13

天保2

天保3

天保4

天保5

天保6

天保7

天保8

天保9

天保10

天保11

天保12

天保13

天保14

天保15

弘化2

弘化3

弘化4

弘化5

嘉永2

嘉永3

嘉永4

嘉永5

嘉永6

嘉永7

安政2

安政3

安政4

安政5

安政6

安政7

万延2

文久2

文久3

文久4

元治2

慶應2

慶應3

慶應4

明治2

明治3

明治4

江
戸
本
店

江
戸
向
店

江
戸
芝
口
店

大
坂
本
店

京
本
店

注
）　
本
稿
掲
載
の
第
（
表
を
も
と
に
作
成
．
単
位
は
銀
　
匁
．

第
10
図
　
春
季
の
傘
の
調
達
金
額
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が
圧
倒
的
に
多
く
、
江
戸
向
店
・
江
戸
芝
口
店
が
ほ
ぼ
同
規
模
で
そ
れ
に
続
く
。
天
保
年
間
の
後
半
か
ら
江
戸
向
店
の
金
額
が
低
調
で
あ
り
、

若
干
の
差
が
見
ら
れ
る
。
大
坂
本
店
は
奉
公
人
の
人
数
や
規
模
に
比
し
て
調
達
金
額
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
天
保
年
間
か
ら
嘉
永

年
間
に
か
け
て
江
戸
向
店
や
江
戸
芝
口
店
を
し
の
ぐ
ほ
ど
調
達
金
額
が
増
加
し
て
い
る
。
特
に
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
頃
か
ら
数
年
間
の

増
加
が
著
し
い
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
大
塩
平
八
郎
の
乱
で
大
坂
本
店
は
焼
失
し
、
店
の
備
品
類
を
含
め
て
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け

た
。
そ
の
後
仮
店
舗
で
の
営
業
を
続
け
つ
つ
本
店
舗
の
再
建
を
行
い
、
天
保
十
一
年
に
新
店
舗
が
竣
工
し
、
店
開
き
を
大
々
的
に
行
っ
た
。

天
保
十
一
年
秋
の
大
坂
本
店
で
は
「
雨
無
少
候
得
共
、
貸
傘
用
意
新
調
銀
高
相
増
申
候
」（
附
表
3
）
と
い
う
注
記
を
入
れ
て
お
り
、
雨
天

は
少
な
か
っ
た
も
の
の
、
貸
し
傘
を
新
た
に
用
意
し
た
た
め
に
銀
高
が
増
加
し
た
旨
記
載
し
て
い
る
。
天
保
年
間
の
大
量
調
達
は
、
焼
失
し

た
備
品
類
の
補
填
作
業
の
一
環
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
京
本
店
は
全
体
的
に
調
達
金
額
が
少
な
い
。
こ
れ
は
同
店
が
事
業
本
部
兼
仕
入
店
で
あ

り
、
そ
も
そ
も
江
戸
や
大
坂
の
販
売
店
に
比
べ
て
来
店
者
が
少
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
傘
の
調
達
金
額
に
は
刎
紙
や
下
札
に
よ
り
金
額
増
減
の
背
景
や
理
由
を
特
記
事
項
と
し
て
記
載
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
（
附
表
3
）。
特
記
事
項
で
記
載
さ
れ
て
い
る
金
額
増
減
の
理
由
と
し
て
は
、
①
天
候
、
②
物
価
、
③
火
災
等
の
被
害
、

④
祭
礼
等
で
の
貸
出
増
加
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
①
天
候
に
つ
い
て
の
記
述
が
最
も
多
い
。
雨
が
降
れ
ば
破
損
・
紛
失
増
加
し
、
調
達
金
額
は
増
加
す
る
。
晴
れ
が
続
け
ば
逆

に
調
達
・
修
復
が
少
な
い
た
め
調
達
金
額
が
減
少
す
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
費
用
上
昇
に
つ
い
て
の
理
由
を
記
す
場
合
が
大
半
だ
が
、

晴
天
続
き
で
費
用
が
少
な
く
す
ん
だ
場
合
に
も
注
記
を
入
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
文
政
四
年
春
の
芝
口
店
（「
春
以
来
天
気
続
ニ
而
余
程
之

銀
高
相
減
申
候
」）、
天
保
十
四
年
春
の
大
坂
本
店
（「
当
夏
照
続
候
ニ
付
、
銀
高
相
減
し
申
候
」）
の
み
で
確
認
で
き
、
い
ず
れ
も
天
気
続
・

照
続
に
よ
る
調
達
数
の
減
少
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
然
で
は
あ
る
が
傘
の
調
達
・
修
理
本
数
に
最
も
影
響
を
与
え
て
い
る
の

は
天
候
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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②
の
物
価
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
時
々
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
下
半
期
の
芝
口
店
で
は
「
至
而
安
傘
相
調
候
ニ

付
、
前
季
之
銀
高
喰
違
申
候
」
と
記
載
し
て
お
り
、
安
傘
を
調
達
で
き
た
の
で
、
前
季
の
銀
高
と
食
い
違
い
が
出
て
い
る
旨
を
報
告
し
て
い

る
。
ま
た
、
逆
に
材
料
費
高
騰
の
た
め
金
額
増
加
し
た
と
報
告
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
秋
の
江
戸
向
店
で
は

「
紙
油
相
庭
高
直
ニ
付
、
銀
高
前
季
よ
り
相
増
申
候
」
と
述
べ
、
紙
・
油
の
相
場
が
高
騰
し
て
い
る
た
め
、
傘
の
調
達
費
用
が
増
加
し
た
こ

と
を
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
秋
に
は
江
戸
本
店
で
「
相
庭
高
直
ニ
付
銀
高
相
増
申
候
」、
江
戸
芝
口
店
で

「
傘
・
桐
油
・
桃
灯
類
、
紙
高
直
、
依
而
銀
高
相
増
申
候
」
と
述
べ
て
お
り
、
や
は
り
紙
代
の
高
騰
に
よ
り
傘
代
が
増
加
し
て
い
る
旨
記
載

し
て
い
る
。

③
の
火
災
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
時
々
登
場
し
て
い
る
。
例
え
ば
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
三
月
に
江
戸
で
大
火
が
発
生
し
、
江
戸
芝

口
店
で
は
、
傘
を
貸
し
た
先
の
罹
災
に
よ
り
傘
を
焼
失
し
た
と
し
て
い
る
（「
春
中
雨
天
勝
、
只
三
月
出
火
之
砌
先
々
ニ
而
致
焼
失
候
分
も

有
之
、
旁
以
銀
高
相
増
申
候
」）。
ま
た
文
久
四
年
（
一
八
六
四
）
の
七
月
十
九
日
に
発
生
し
た
禁
門
の
変
に
よ
り
発
生
し
た
大
火
で
京
本
店

が
被
害
を
受
け
、
傘
を
含
む
備
品
類
を
多
く
失
い
、
そ
の
補
充
を
行
っ
た
た
め
に
銀
高
が
増
え
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
（「
右
畳
傘
提

灯
之
類
多
分
焼
失
ニ
相
成
、
新
ニ
調
入
候
ニ
付
、
如
斯
銀
高
相
嵩
申
候
」）。
こ
の
よ
う
に
雨
天
の
み
な
ら
ず
、
火
災
等
で
多
く
焼
失
し
た
場

合
に
調
達
本
数
が
増
え
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
だ
し
、
右
に
挙
げ
た
以
外
に
も
本
店
一
巻
の
店
舗
に
被
害
を
与
え
た
大
火
は
何
度

も
発
生
し
て
い
る
の
だ
が
、
火
事
に
よ
る
損
失
を
特
記
す
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
。
備
品
は
土
蔵
な
ど
に
収
納
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
た

め
、
火
災
に
見
舞
わ
れ
て
も
備
品
に
被
害
の
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

4　

新
規
調
達
本
数
か
ら
み
る
傾
向

次
に
調
達
本
数
を
見
て
み
た
い
。
前
述
の
通
り
本
数
の
判
明
す
る
の
は
、
江
戸
本
店
の
調
達
・
張
替
本
数
（
第
10
表
）、
江
戸
芝
口
店
の
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調
達
本
数
（
第
11
表
）・
修
復
本
数
（
第
12
表
）、
大
坂
本
店
の
調
達
本
数
（
第
13
表
）
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
三
店
の
上
半
期
の
調

達
本
数
を
グ
ラ
フ
に
ま
と
め
た
（
第
11
図
）。

調
達
本
数
に
注
目
し
て
み
る
と
、
傾
向
と
し
て
調
達
金
額
と
同
様
に
各
店
舗
概
ね
上
半
期
の
調
達
・
修
復
本
数
が
多
い
。
ま
た
天
保
期
を

除
い
て
全
体
的
に
微
減
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
本
数
の
推
移
は
先
述
の
金
額
の
推
移
と
一
致
し
て
い
な
い
。
特
に
江
戸
本
店
・
大
坂
本
店
は

調
達
本
数
・
修
理
本
数
を
一
括
し
て
い
る
の
で
、
調
達
費
用
と
修
理
費
用
の
割
合
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

江
戸
本
店
で
は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
上
半
期
に
一
四
二
〇
本
を
新
規
調
達
し
て
い
る
の
が
最
多
で
、
最
小
は
慶
應
四
年
（
一
八

年
新　規 下男渡傘 張　替
春 秋 春 秋 春 秋

文政元 1（1（ 950� （（5� （（0� 1（5�
文政 （ 1（19 9（0� （50� （（0� 150�
文政 （ 1（（0 9（0� （（5� 140� 1（0�
文政 4 1（（1 64（� 5（5� 9（� 9（�
文政 5 1（（（ （90� 595� 455� 11（�
文政 6 1（（（ （50� 1（5�
文政 （ 1（（4 （45� 560� （90� 11（�
文政 （ 1（（5 （50� （00� （（0� 1（5�
文政 9 1（（6 （（0� 155�
文政 10 1（（（ （（0� （15� 1（（� 1（0�
文政 11 1（（（ （10� （06� 165� （（9�
文政 1（ 1（（9 （65� （10� 410� 1（5�
文政 1（ 1（（0 1, 0（5� （10�
天保 （ 1（（1 （15� （（0� 15（� 1（0�
天保 （ 1（（（ （（0� （（0� 1（0� 145�
天保 4 1（（（ （（0� （50� 195� 1（0�
天保 5 1（（4 1, 0（0� （（0� 1（0� 16（�
天保 6 1（（5 9（（� （（0� 96� 169�
天保 （ 1（（6 1, （50� （19� 1（（� 1（（�
天保 （ 1（（（ 1, 1（（� （05� 105� 1（4�
天保 9 1（（（ 1, 190� 9（（� 4（（� 1（9�
天保 10 1（（9 （50� （10� 10（� 1（（�
天保 11 1（40 1, 1（0� （（5� 1（5� 1（6�
天保 1（ 1（41 1, 4（0� （（0� （56� 16（�
天保 1（ 1（4（ 9（0� 650� 15（� 1（5�
天保 14 1（4（ （（5� 4（0� 1（（� （（5�
天保 15 1（44 （65� 415� 1（0� （（0�
弘化 （ 1（45 （50� 4（（� （45� （55�
弘化 （ 1（46 9（5� 4（5� 4（（� （65�
弘化 4 1（4（ （55� 4（0� （（0� （65�
弘化 5 1（4（ （4（� （（5� （（5� （（（�
嘉永 （ 1（49 915� 4（（� 4（（� （（（�
嘉永 （ 1（50 （55� 46（� （（（� （（5�
嘉永 4 1（51 （45� 4（6� （（0� （（（�
嘉永 5 1（5（ （（5� 4（（� （5（� （（6�
嘉永 6 1（5（ （41� 4（0� （1（� （60�
嘉永 （ 1（54 （50� 5（0� （5（� （50�
安政 （ 1（55 （9（� 515� 50� （（5� （55�
安政 （ 1（56 （（0� 5（0� 5（� （6（� （90�
安政 4 1（5（ 9（0� 6（5� 55� （（0� 4（0�
安政 5 1（5（ （5（� 6（5� 55� （10� 450�
安政 6 1（59 （（5� 6（0� 55� （15� 410�
安政 （ 1（60 （（5� 5（� （10�
万延 （ 1（61 6（0� 55� （05�
文久 （ 1（6（ 6（0� 56� 190�
文久 （ 1（6（ 6（0� 650� 56� 55� （（（� （50�
文久 4 1（64 6（0� 5（0� 56� 60� 1（（� （（0�
元治 （ 1（65 6（0� 405� 55� 56� 1（（� （6�
慶應 （ 1（66 5（0� （（0� 50� 55� 1（5� 1（5�
慶應 （ 1（6（ 4（0� （50� 50� 55� （（5� 1（5�
慶應 4 1（6（ 450� （50� 50� （0� 1（0� 160�
明治 （ 1（69 550� （（0� （0� 40� 150� 1（0�
出所）　「小遣目録」（江戸本店）．
注）�　史料番号については『三井文庫所蔵史料主要帳簿目録（江戸本
店，大坂本店等作成分）』（（～1（ 頁）参照．

第 10 表　江戸本店の傘（新規・張替） 単位：本
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第 11 表　江戸芝口店の傘（新規調達） 単位：本

年
番印付 渡し傘（春） 唯紋付傘 小文字傘 小文字唯紋
春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

文政元 1（1（ 400� （60� 50� 45� （� （�
文政 （ 1（19 450� （（5� 50� 45� 6� 0�
文政 （ 1（（0 500� 4（0� 60� 45� 5� 5�
文政 4 1（（1 （（5� （（（� （5� 15� （�
文政 5 1（（（ 5（0� 400� 5（� 40� （�
文政 6 1（（（ 500� 45� 6�
文政 （ 1（（4 440� 4（5� 50� 45� 5� 6�
文政 （ 1（（5 4（0� 400� 40� 4（� 5�
文政 9 1（（6 400� 40� 5�
文政 10 1（（（ 510� 450� 51� 60� 10� 4�
文政 11 1（（（ 550� 450� 50� 50� 10� 10�
文政 1（ 1（（9 5（0� 440� （0� 45� 15� （�
文政 1（ 1（（0 400� 50� 5�
天保 （ 1（（1 4（0� （90� 4（� 41� 1（� （�
天保 （ 1（（（ 450� 4（0� 45� 45� 10� 10�
天保 4 1（（（ 440� 4（5� 40� 45� 1（� 10�
天保 5 1（（4 （66� （95� 55� 5（� （5� 10�
天保 6 1（（5 415� 4（0� 5（� 4（� 15� （（� 1（�
天保 （ 1（（6 （1（� 4（（� 55� （9� 10� （5�
天保 （ 1（（（ 51（� （9（� 4（� （5� （� （0�
天保 9 1（（（ 495� 415� 51� （0� 10� 15� 10�
天保 10 1（（9 （（0� （（5� （0� （� 10� 6�
天保 11 1（40 （50� （（0� 45� 10� （� 5�
天保 1（ 1（41 4（0� （（0� （9� （� （�
天保 1（ 1（4（ （（0� （（0� （5� 10� （� 1（�
天保 14 1（4（ （60� （（0� （0� （5� 10� 10� 15�
天保 15 1（44 （（0� （50� （5� （5� 15� 15�
弘化 （ 1（45 （（5� （（0� 4（� （0� 1（� 1（�
弘化 （ 1（46 （5（� （（5� （（� （5� 10� 10�
弘化 4 1（4（ （90� （（6� （5� （5� （� 10�
弘化 5 1（4（ 4（0� （（（� （（� （5� 10� （�
嘉永 （ 1（49 455� （（（� （5� （0� （� 5�
嘉永 （ 1（50 （45� （9（� （0� （0� （� 5�
嘉永 4 1（51 （（5� （（5� （0� （0� 6� 5�
嘉永 5 1（5（ （55� （15� （0� （0� 5� 5�
嘉永 6 1（5（ （45� 4（5� （0� （0� 5� 5�
嘉永 （ 1（54 （（0� （15� （0� （0� 5� 5�
安政 （ 1（55 （（5� （15� （5� （5� （� 5�
安政 （ 1（56 （15� （（5� （0� （5� 5� 5�
安政 4 1（5（ （55� （（0� （0� （5� 5� 5�
安政 5 1（5（ （90� （（0� （（� （（� 5� 4�
安政 6 1（59 （（0� （90� （0� （0� 5� 5�
安政 （ 1（60 （00� （0� （�
万延 （ 1（61 （50� （5� （�
文久 （ 1（6（ （00� 600� （5� （5� 5� （�
文久 （ 1（6（ （50� （（0� （5� 10� （� 5�
文久 4 1（64 （40� （00� （5� 10� 5� （�
元治 （ 1（65 （60� （00� 10� 10� （� （�
慶應 （ 1（66 （00� （00� 10� 10� （� 1�
慶應 （ 1（6（ （50� （00� 10� 5� 1� （�
出所）　「小遣方目録」（江戸芝口店）．
注）�　史料番号については『三井文庫所蔵史料主要帳簿目録（江戸本店，大坂本店等作成
分）』（140～146 頁）参照．
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第 12 表　江戸芝口店の傘（張り替え分） 単位：本

年
番印張替 渡し傘張替 唯紋張替 張　替
春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

文政元 1（1（ （0� 90�
文政 （ 1（19 100� 10（� （� 5�
文政 （ 1（（0 60� 150� 10� （�
文政 4 1（（1 60� （5� （�
文政 5 1（（（ 11（� 10（� （0�
文政 6 1（（（ 1（0�
文政 （ 1（（4 110� 15（�
文政 （ 1（（5 110� 90� 1（�
文政 9 1（（6 （0�
文政 10 1（（（ 11（� 110�
文政 11 1（（（ 1（0� 110�
文政 1（ 1（（9 115� 1（0�
文政 1（ 1（（0 （00�
天保 （ 1（（1 150� 1（5�
天保 （ 1（（（ 1（0� 1（（�
天保 4 1（（（ （10� 1（0�
天保 5 1（（4 1（5� 14（�
天保 6 1（（5 14（� 15（�
天保 （ 1（（6 （50� 195�
天保 （ 1（（（ （（5� （1（�
天保 9 1（（（ （4（� 19（�
天保 10 1（（9 150� 1（（�
天保 11 1（40 （50� 165�
天保 1（ 1（41 （95� 195�
天保 1（ 1（4（ （（0� 16（�
天保 14 1（4（ （50� 190�
天保 15 1（44 （60� 150�
弘化 （ 1（45 （50� 160�
弘化 （ 1（46 4（0� （10�
弘化 4 1（4（ 4（5� 19（�
弘化 5 1（4（ 515� 1（6�
嘉永 （ 1（49 49（� （91�
嘉永 （ 1（50 （1（� （06�
嘉永 4 1（51 （（5� （65�
嘉永 5 1（5（ （（6� （45�
嘉永 6 1（5（ （（5� （（5�
嘉永 （ 1（54 （（5� （45�
安政 （ 1（55 （（5� （（0�
安政 （ 1（56 （1（� （15�
安政 4 1（5（ （45� （1（�
安政 5 1（5（ （10� （0（�
安政 6 1（59 （（5� （95�
安政 （ 1（60 4（0�
万延 （ 1（61 （（（�
文久 （ 1（6（ （50�
文久 （ 1（6（ （60� （00�
文久 4 1（64 （6（� （（0�
元治 （ 1（65 （40� （0�
慶應 （ 1（66 1（0� 100�
慶應 （ 1（6（ 150� （0�
出所）　「小遣方目録」（江戸芝口店）．
注）�　史料番号については『三井文庫所蔵史料主要帳簿目録（江戸本店，大
坂本店等作成分）』（140～146 頁）参照．
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六
八
）
下
半
期
の
二
五
〇
本
で
あ
る
。
上
半
期
の
平
均
は
八
三
一
本
、
下
半
期
の
平
均
は
六
一
〇
本
で
あ
る
。
な
お
、
安
政
二
年
（
一
八
五

五
）
か
ら
下
男
用
の
傘
（
下
男
渡
傘
）
を
別
に
調
達
し
て
お
り
、
こ
れ
は
上
半
期
で
五
〇
本
〜
七
〇
本
、
下
半
期
で
三
〇
本
〜
六
〇
本
ほ
ど

調
達
し
て
い
る
。

江
戸
芝
口
店
で
は
、
番
印
付
の
場
合
、
最
多
が
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
上
半
期
の
七
一
二
本
、
最
小
が
文
久
四
年
（
一
八
六
四
）
〜
慶

應
三
年
（
一
八
六
三
）
の
下
半
期
で
二
〇
〇
本
で
あ
る
。
渡
し
傘
は
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
上
半
期
の
七
〇
本
が
最
多
で
、
慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
下
半
期
の
五
本
が
最
小
で
あ
る
。
そ
の
他
唯
紋
付
傘
は
五
本
〜
一
五
本
程
度
、
小
文
字
傘
は
一
本
〜
二
五
本
で
あ
り
、
番
印

第 13 表　大坂本店の傘（新規調達） 単位：本

年
新　規

年
新　規

春 秋 春 秋

文政元 1（1（ （50� 15（� 弘化 （ 1（45 510� 4（0�
文政 （ 1（19 （（1� 19（� 弘化 （ 1（46 （（0� 4（0�
文政 （ 1（（0 195� 弘化 4 1（4（ 5（0� （（0�
文政 4 1（（1 （（（� 弘化 5 1（4（ 6（0� （（0�
文政 5 1（（（ （（4� （00� 嘉永 （ 1（49 600� （40�
文政 6 1（（（ （（0� 嘉永 （ 1（50 500� （（0�
文政 （ 1（（4 （05� （（0� 嘉永 4 1（51 500� （00�
文政 （ 1（（5 （（0� （（0� 嘉永 5 1（5（ 510� （（0�
文政 9 1（（6 （65� 嘉永 6 1（5（ （（0� （50�
文政 10 1（（（ （90� （（0� 嘉永 （ 1（54 4（0� （90�
文政 11 1（（（ （（5� （50� 安政 （ 1（55 400� （50�
文政 1（ 1（（9 （60� 1（0� 安政 （ 1（56 （（0�
文政 1（ 1（（0 （（0� 安政 4 1（5（ （40�
天保 （ 1（（1 （（0� （45� 安政 5 1（5（ 4（0� （60�
天保 （ 1（（（ （50� （60� 安政 6 1（59 4（0� （50�
天保 4 1（（（ （00� （5（� 安政 （ 1（60 4（0�
天保 5 1（（4 （（0� （（0� 万延 （ 1（61 （50�
天保 6 1（（5 （（0� （50� 文久 （ 1（6（ （40�
天保 （ 1（（6 500� （（0� 文久 （ 1（6（ （40� （10�
天保 （ 1（（（ （（0� （60� 文久 4 1（64 （（0� 190�
天保 9 1（（（ （10� （50� 元治 （ 1（65 190� 1（0�
天保 10 1（（9 （40� （55� 慶應 （ 1（66 160� 150�
天保 11 1（40 （50� 600� 慶應 （ 1（6（ 160� 1（0�
天保 1（ 1（41 1, 1（0� （60� 慶應 4 1（6（ （50� 1（（�
天保 1（ 1（4（ （40� （50� 明治 （ 1（69 150� 145�
天保 14 1（4（ 550� （（0� 明治 （ 1（（0 145� 150�
天保 15 1（44 490� 4（0� 明治 4 1（（1 1（5�

出所）　「小遣方目録」「小遣目録」（江戸芝口店）．
注）�　史料番号については『三井文庫所蔵史料主要帳簿目録（江戸本
店，大坂本店等作成分）』（140～146 頁）参照．
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江
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口
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注
）　
本
稿
掲
載
の
第
（
表
・
第
4
表
・
第
6
表
を
も
と
に
作
成
．
単
位
は
本
． 第
11
図
　
春
季
の
傘
の
調
達
本
数
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に
対
し
て
数
量
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

大
坂
本
店
の
場
合
、
先
述
し
た
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
上
半
期
が
最
多
の
一
一
三
〇
本
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
下
半
期
が
最
小

の
一
三
〇
本
で
あ
る
。

文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
上
半
期
は
晴
天
続
き
の
た
め
江
戸
本
店
・
芝
口
店
の
調
達
本
数
が
少
な
い
。
ま
た
、
天
保
七
年
（
一
八
三
七
）

上
半
期
は
雨
天
続
き
の
た
め
三
店
舗
と
も
貸
傘
や
破
損
が
多
い
。
天
保
期
以
降
の
江
戸
本
店
は
定
期
的
に
ま
と
ま
っ
た
本
数
を
調
達
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
江
戸
本
店
で
は
半
期
に
一
四
〇
〇
本
以
上
も
の
傘
を
調
達
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
年
間
を
通
す
と

二
〇
〇
〇
本
以
上
調
達
し
て
い
る
年
も
あ
っ
た
。
各
店
舗
の
土
蔵
に
は
、
前
期
か
ら
繰
り
越
し
て
い
る
未
使
用
の
傘
や
状
態
の
良
い
使
用
済

の
傘
も
備
蓄
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
江
戸
本
店
で
は
二
〇
〇
〇
本
近
い
傘
を
常
に
確
保
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
江
戸
芝
口
店
や
大

坂
本
店
な
ど
も
一
〇
〇
〇
本
近
い
傘
を
常
に
用
意
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
川
柳
で
呉
服
店
や
商
家
の
傘
に
振
ら
れ
た
番
号
を
茶
化
す
も

の
も
あ
る
が
（
附
表
1
、
№
55
〜
5（
）、
越
後
屋
に
は
実
際
に
奉
公
人
数
を
遙
か
に
上
回
る
本
数
の
傘
が
配
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

5　

傘
の
貸
出
と
祭
礼

と
こ
ろ
で
、
江
戸
本
店
で
は
、
山
王
）
6
（
祭
・
神
田
）
（
（
祭
の
際
に
雨
が
降
る
と
傘
の
貸
出
が
増
え
、
調
達
・
修
理
も
増
加
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る

（
附
表
3
）。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
上
半
期
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
上
半
期
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
上
半
期
、
天
保
四
年

（
一
八
三
三
）
下
半
期
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
上
半
期
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
下
半
期
に
若
干
の
情
報
が
あ
る
。

例
え
ば
、
文
政
五
年
上
半
期
に
「
春
季
雨
天
勝
、
且
御
祭
礼
貸
傘
等
ニ
而
銀
高
相
増
申
候
」
と
あ
り
、
春
季
は
雨
天
が
ち
で
あ
り
、
山
王

祭
に
際
し
て
貸
傘
も
多
く
出
た
た
め
、
調
達
金
額
が
膨
れ
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
と
き
の
江
戸
本
店
の
様
子
は
店
の
業
務
日

誌
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
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［
史
料
一
）
（
（

五
］

六（
文
政
五
年
）

月
十
四
日
　
晴

　
一�

当
年
山
王
御
祭
礼
、
室
町
壱
丁
目
よ
り
三
丁
目
迄
安
針
町
本
船
町
右
五
ヶ
町
附
祭
年
番
ニ
在
之
、
十
三
日
十
四
日
両
日
作
物
幷
練

子
供
通
行
可
致
候
処
、
十
三
日
雨
天
ニ
付
、
今
日
練
候
、
依
之
御
見
物
之
御
方
余
多
在
之
、
仍
両
店
見
世
共
見
世
相
休
、
室
町
之

方
不
残
幕
打
屏
風
立
軒
釣
提
灯
町
並
一
軒
ニ
一
張
ツ
ヽ
掛
之
、
今
明
日
昼
夜
相
寿
、
今
夕
惣
用
江
一
酒
差
出
し
申
候

　
一�

右
ニ
付
御
見
物
御
入
之
御
方
江
赤
飯
煎
□
差
出
し
、
又
者
無
拠
先
様
江
者
御
中
飯
か
酒
肴
等
差
上
候
事

六
月
十
五
日
　
晴
、
夕
白
雨

　
一
山
王
御
祭
礼
之
処
、
未
刻
白
雨
雷
鳴
在
之
候
得
共
、
神
輿
無
御
故
障
渡
御
在
之
候

こ
の
年
は
江
戸
本
店
を
含
む
室
町
が
山
王
祭
の
付
祭
を
担
当
し
て
い
た
。
六
月
十
三
日
・
十
四
日
に
作
物
や
練
り
子
供
の
通
行
予
定
だ
っ

た
が
、
十
三
日
に
雨
が
降
っ
た
た
め
、
十
四
日
に
練
り
歩
き
を
実
施
し
た
。
見
物
人
が
室
町
通
り
に
多
く
訪
れ
た
た
め
、
十
四
日
は
江
戸
本

店
・
江
戸
向
店
を
途
中
で
臨
時
閉
店
し
た
。
十
五
日
の
祭
礼
当
日
も
午
後
二
時
頃
か
ら
に
わ
か
雨
が
降
り
出
し
た
が
、
神
輿
は
無
事
に
渡
御

で
き
、
神
事
は
無
事
終
了
し
た
、
と
い
う
。
十
三
日
の
練
物
や
十
五
日
の
祭
礼
で
雨
に
降
ら
れ
た
見
物
人
が
雨
宿
り
の
た
め
に
店
頭
に
押
し

か
け
、
店
頭
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
そ
の
一
部
に
傘
を
貸
し
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
文
政
七
年
の
山
王
祭
で
も
同
じ
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
発
生
し
て
い
た
。
小
遣
目
録
に
は
「
山
王
御
祭
礼
節
隣
町
附
祭
之
場
所
へ
無
拠

貸
遣
、
且
十
四
日
八
時
よ
り
町
内
近
辺
ね
り
候
節
、
雨
降
出
し
候
ニ
付
、
余
程
か
し
遣
候
処
、
多
分
戻
り
不
申
、
旁
以
銀
高
相
増
候
」
と
記

載
が
あ
る
。
こ
の
と
き
の
山
王
祭
は
隣
町
が
付
祭
の
担
当
で
あ
り
、
貸
出
の
要
請
が
あ
っ
た
た
め
か
、
隣
町
に
や
む
を
得
ず
貸
し
出
し
て
い
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る
。
ま
た
、
一
四
日
の
午
後
二
時
頃
に
町
内
近
隣
の
練
り
歩
き
が
行
わ
れ
て
い
た
最
中
に
に
わ
か
雨
が
降
り
出
し
、
そ
こ
で
も
か
な
り
の
数

を
貸
し
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
大
半
が
戻
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
補
充
費
用
に
か
な
り
の
金
額
を
要
し
た
、
と
主
張
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
期
の
補
充
本
数
は
上
半
期
で
八
四
五
本
、
下
半
期
で
五
六
〇
本
で
、
前
後
の
年
と
比
べ
た
ら
や
や
多
い
が
、
著
し
い
増
加
と

い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

こ
の
と
き
の
業
務
日
誌
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

［
史
料
一
）
9
（
六
］

六
月
十
五
日

　
一�

今
日
山
王
御
祭
礼
天
気
克
御
神
輿
無
御
拒
障
渡
御
在
之
候
、
尤
当
年
隣
町
附
祭
ニ
付
、
十
三
日
十
四
日
駿
河
町
通
相
練
り
、
依
之

御
見
物
之
御
方
余
多
御
入
来
御
座
候
処
、
仮
家
中
之
儀
ニ
候
得
と
も
程
克
御
会
釈
申
上
候
儀
ニ
御
座
候

こ
の
年
の
祭
礼
当
日
（
十
五
日
）
は
天
気
が
良
か
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
十
五
日
に
山
王
祭
の
祭
礼
が
あ
り
、
天
気
も
良
か
っ
た
こ
と

か
ら
神
輿
も
支
障
な
く
渡
御
し
た
と
い
う
。
帳
簿
の
注
記
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
年
は
隣
町
が
付
祭
の
年
番
で
あ
り
、
十
三
日
・
十
四
日

に
は
駿
河
町
で
も
練
り
歩
き
が
行
わ
れ
た
。
祭
礼
の
見
物
人
の
な
か
か
ら
も
大
勢
江
戸
本
店
に
来
店
し
た
。
当
時
火
事
後
の
復
旧
工
事
中
で

仮
設
店
舗
で
の
営
業
だ
っ
た
が
、
上
手
く
応
対
で
き
た
、
と
記
し
て
い
る
。
注
記
の
内
容
と
付
き
合
わ
せ
る
と
十
四
日
の
駿
河
町
練
り
物
の

際
に
に
わ
か
雨
が
あ
り
、
見
物
客
の
一
部
が
店
に
避
難
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
か
ら
実
際
に
買
物
に
至
っ
た
来
店
者
が
ど

の
程
度
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
貸
し
傘
も
多
数
で
る
と
い
う
こ
と
は
店
に
長
逗
留
せ
ず
、
借
り
る
だ
け
借
り
て
出
て
行
っ
た
か
、
買
い

も
の
を
し
て
借
り
て
い
っ
た
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
越
後
屋
の
場
合
、
午
後
二
時
頃
は
通
常
営
業
時
で
も
人
入
り
の
多
い
時
間
帯
で
あ
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り
、
こ
の
日
は
祭
礼
と
に
わ
か
雨
で
更
に
来
店
者
が
増
え
、
買
物
客
以
外
に
も
傘
を
貸
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
越
の
字
を
借

り
て
恥
辱
を
雪
ぐ
な
り
」（
附
表
1
・
№
（1
、
越
後
屋
で
買
物
で
き
な
い
こ
と
が
恥
辱
だ
っ
た
が
、
買
物
を
し
て
傘
を
借
り
ら
れ
た
の
で
よ

う
や
く
恥
辱
を
雪
ぐ
こ
と
が
で
き
た
）
と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
越
後
屋
で
は
買
物
し
た
客
に
傘
を
貸
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
近
隣
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
で
協
力
を
求
め
ら
れ
た
場
合
や
、
雨
宿
り
で
店
頭
に
人
が
あ
ふ
れ
営
業
に
支
障
を
来
し
う
る
場
合
な

ど
に
も
、
傘
を
貸
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
1
）　「
小
遣
方
目
録
」
天
保
十
一
年
正
月
〜
七
月
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
続
三
九
八
五
―
一
）。

（
（
）　「
小
遣
目
録
」
天
保
十
一
年
正
月
〜
七
月
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
続
三
九
八
七
―
一
）。

（
（
）　「
小
遣
方
目
録
」
天
保
十
一
年
正
月
〜
七
月
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
続
三
九
九
二
―
一
）。

（
4
）　「
小
遣
方
目
録
」
天
保
十
一
年
正
月
〜
七
月
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
続
三
九
九
四
―
一
）。

（
5
）　「
雑
用
方
目
録
」
天
保
十
一
年
正
月
〜
七
月
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
続
三
九
九
〇
―
二
）。

（
6
）　
日
枝
神
社
の
祭
礼
。
陰
暦
六
月
十
五
日
に
行
な
わ
れ
、
神
輿
の
渡
御
、
山
車
、
踊
屋
台
、
そ
の
他
の
余
興
な
ど
で
に
ぎ
わ
う
。

（
（
）　
神
田
神
社
の
祭
礼
。
現
在
は
五
月
十
五
日
に
開
催
さ
れ
る
が
、
近
世
は
九
月
十
五
日
に
開
催
。
本
祭
、
陰
祭
と
を
隔
年
に
行
な
う
。
山
車
の

豪
華
な
こ
と
で
有
名
。

（
（
）　「
永
聴
記
　
六
番
」
文
政
五
年
六
月
十
四
日
・
十
五
日
条
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
本
一
五
三
）。

（
9
）　「
永
聴
記
　
六
番
」
文
政
七
年
六
月
十
五
日
条
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
本
一
五
三
）。
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お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
川
柳
で
知
ら
れ
て
い
る
越
後
屋
の
貸
傘
に
つ
い
て
、
経
営
史
料
を
通
じ
て
川
柳
で
読
み
取
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
側
面
を

み
て
き
た
。

越
後
屋
の
江
戸
店
で
は
、
元
禄
期
に
は
多
数
の
傘
を
調
達
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
当
該
期
は
江
戸
で
傘
の
製
造
が
始
ま
り
、
庶
民
へ

普
及
し
始
め
た
時
期
で
あ
り
、
傘
を
安
く
大
量
に
調
達
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
店
頭
売
を
標
榜
し
て
い
る
越
後
屋
で
は
、
当
時

普
及
し
始
め
た
ば
か
り
の
傘
を
大
量
に
配
備
し
、
に
わ
か
雨
の
際
に
客
に
貸
し
出
し
て
店
の
サ
ー
ビ
ス
の
良
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、
最
初
か
ら
傘
を
貸
し
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
八
世
紀
中
頃
ま
で
は
、
笠
と
傘
を
併
用
し
、
簡
易
に
貸
し
出
せ
る

傘
に
徐
々
に
一
本
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
宝
永
期
に
は
京
本
店
で
備
品
類
の
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
傘
の
管
理
も
強
化
さ
れ
た
。
特
に
貸
し
失
い
が
多

い
こ
と
か
ら
、
登
録
番
号
を
付
け
て
、
貸
出
簿
で
記
録
す
る
方
法
を
採
用
し
た
。
江
戸
で
の
実
施
状
況
は
不
明
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
京
本

店
で
は
、
こ
の
時
点
で
越
後
屋
の
番
号
入
り
の
傘
を
整
備
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
寛
保
元
年
に
は
、
暖
簾
印
そ
の
も
の
の
統
制
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
暖
簾
分
け
す
る
奉
公
人
が
傘
に
暖
簾
印
を
使
用
す
る
こ

と
が
制
限
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
丸
に
井
桁
三
」
の
入
っ
た
傘
は
、
元
・
奉
公
人
が
誓
約
を
遵
守
す
る
限
り
に
お
い
て
、
越
後
屋
の
み
使

用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
「
丸
に
井
桁
三
」
の
入
っ
た
傘
は
間
違
い
な
く
越
後
屋
の
傘
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

川
柳
な
ど
か
ら
推
測
す
る
と
、
傘
に
は
番
号
と
暖
簾
印
以
外
に
、「
駿
河
町
」「
越
後
屋
」（
の
両
方
か
い
ず
れ
か
）
の
文
字
が
書
か
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
現
金
無
掛
直
」
や
「
呉
服
物
品
々
」
と
い
っ
た
越
後
屋
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
や
取
扱
い
商
品
ま
で
は
書
か



経営史料からみる越後屋の貸傘（下向井）

53

れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
越
後
屋
の
看
板
（
第
11
図
）
の
情
報
の
一
部
（
暖
簾
印
と
町
名
・
屋
号
）
が
傘
に
も
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

具
体
的
な
調
達
本
数
は
文
政
期
か
ら
判
明
す
る
。
江
戸
本
店
の
調
達
本
数
が
圧
倒
的
に
多
く
、
半
期
最
大
一
四
〇
〇
本
ほ
ど
調
達
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
、
い
ず
れ
の
時
期
も
数
百
本
単
位
で
の
調
達
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
川
柳
で
傘
の
番
号
に
触
れ
る
も
の
も
あ
り
、
数

字
を
盛
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
茶
化
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
数
字
は
管
理
番
号
な
の
で
、
あ
る
程
度
通
し
番
号
が
振
ら
れ
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
五
百
番
や
六
百
番
、
千
番
と
い
っ
た
数
字
は
充
分
考
え
ら
れ
る
し
、
通
し
番
号
で
あ
る
な
ら
一
万
番
台
す
ら
あ
り
得
る
で
あ

ろ
う
。
半
期
の
調
達
本
数
は
数
百
本
か
ら
一
〇
〇
〇
本
超
ま
で
幅
は
あ
る
も
の
の
、
延
べ
本
数
で
い
え
ば
膨
大
な
数
の
傘
を
調
達
し
て
い
た
。

越
後
屋
だ
け
で
も
複
数
の
店
舗
で
大
量
の
傘
を
調
達
し
て
い
た
が
、
他
の
呉
服
店
も
大
量
の
傘
を
調
達
し
て
い
た
。
江
戸
を
は
じ
め
と
す
る

三
都
で
の
呉
服
店
の
傘
需
要
は
さ
ら
に
膨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

越
後
屋
の
傘
の
大
量
調
達
に
は
、
貸
し
て
返
っ
て
こ
な
か

っ
た
り
、
戻
っ
て
き
た
も
の
の
破
損
し
て
い
て
廃
棄
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
り
、
複
数
回
の
使
用
を
経
て
古
骨
屋
に
払
い

下
げ
た
り
し
た
傘
の
補
充
も
多
く
含
ま
れ
る
。
傘
屋
や
古
骨

屋
が
、
呉
服
店
か
ら
大
量
発
注
や
大
量
廃
棄
を
引
き
受
け
る

の
で
、
そ
れ
だ
け
で
仕
事
が
足
り
る
と
い
っ
た
川
柳
も
あ
り

（
附
表
１
№
（9
・
（0
）、
傘
を
借
り
た
者
が
越
後
屋
や
呉
服
店

の
中
古
品
の
傘
を
売
買
し
た
り
使
用
す
る
様
子
を
詠
ん
だ
も

の
も
あ
る
（
附
表
１
№
（1
・
（（
）。
呉
服
店
は
大
都
市
の
中

第 11 図　江戸本店の看板
出所）�　二代喜多川歌麿「駿河町越後屋」（三井

文庫所蔵参考図書（錦絵）　M（19-（）．
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古
傘
市
場
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
貸
傘
は
基
本
的
に
買
物
客
に
対
し
て
行
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

江
戸
本
店
や
江
戸
向
店
の
場
合
、
山
王
祭
の
よ
う
な
大
勢
の
人
々
の
集
ま
る
イ
ベ
ン
ト
で
に
わ
か
雨
が
降
る
と
、
店
頭
に
大
勢
の
人
々
が
雨

宿
り
に
押
し
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
店
の
営
業
に
支
障
の
出
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
客
で
な
く
て
も
貸
し
出
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
近
隣
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
に
協
力
要
請
の
あ
っ
た
場
合
に
貸
出
を
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

本
稿
で
は
帳
簿
を
用
い
て
貸
傘
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
帳
簿
以
外
に
利
用
で
き
た
資
料
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
越
後
屋
の

貸
傘
と
し
て
見
た
と
き
に
、
川
柳
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
後
追
い
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
部
分
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
傘
に
関
す
る

記
述
の
あ
る
史
料
は
今
後
も
出
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
引
き
続
き
史
料
の
調
査
・
分
析
を
進
め
、
越
後
屋
の
傘
に
つ
い
て
の
新
知
見
を

提
示
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
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No. 越後屋 川　　　　　　　柳 時期 出典

 1 ● 越後屋の愛想になる雨が降り 明和 ①③
 （ ● 俄雨富士を目当に駆けつける 安永 ①②③
 （ ● 俄雨傘の出払う駿河町 安永 ①
 4 ● 俄雨ふるまひ傘を三井出し 天明 ①②③
 5 ● 夕立にどやどや這い入る駿河町 天保 ①
 6 ● するか丁天気もしれてよい所 安永 ③
 （ ● 道成寺でも越後屋は傘を貸し 天明 ①
 （ ● 降り出すと江戸へひろがる駿河町 明和 ②③
 9 ● ずい分とさされるをかすするか丁 安永 ③
10 ● 富士が消えかかると傘屋に成り 安永 ①③
11 ● 富士のふもとに傘かたんとあり 安永 ③
1（ ● 降りあげく飛んだ処に駿河町 安永 ①③
1（ ● にわか雨番の出払ふするか町 安永 ③
14 ● 一町でみんなおんなじ傘を貸し 天明 ①
15 ● するか町江戸一番の傘や 天明 ③
16 ● 江戸中を越後屋にして虹がふき 天明 ①②③
1（ ● 越の傘小雨にもさす太ぇやつ 天明 ①③
1（ ● 駿河から反古染の傘たんと出る 安永 ①
19 ● 越つの見世すすぐ文字をはふだん見る 安永 ③
（0 ● 越の字を借りて恥辱を雪ぐなり 安永 ①
（1 ● 越の傘かりて恥辱を雪ぐなり 安永 ②③
（（ ● 富士山が見えて傘みな返り 明和 ①③
（（ ● かへしたがあるかゑちごや傘を干す 安永 ③
（4 ● 昨日の傘とするがの男来る 安永 ②③
（5 ● ゑつの傘ひしこもついにそって来す 天明 ①③
（6 ● 駿河町とあるのが私の傘 天明 ①②③
（（ ● ゑちこやのまへですぼめる傘をさし 天明 ③
（（ ● 越後屋を又貸にする俄雨 寛政 ①③
（9 ● 越の傘借り吉原へ行って持て ①②
（0 ● まんざらな傘を越前屋と直し 天明 ①③
（1 ● ゑちこやの古ほね所々でかって来る 天明 ③
（（ ● 古ほねにいつもゑちこが弐三本 天明 ③

（（ ● 俄雨三井の手代よその傘 天明 ①③
（4 ● 越後屋の手代はよそで傘を借り 天明 ①
（5 ● 傘を貸す家の稲荷で雨が降り 寛政 ①
（6 ● 三囲の雨以後傘を貸しはじめ 文化 ①

（（ ほう雨にあってごふくやへはしりこみ 天明 ③
（（ にわか雨ばんをかりるも手柄なり 安永 ③
（9 がうてきな傘屋の出来るにわかあめ 天明 ②
40 傘を車がかりにくり出し 安永 ②③
41 呉服屋の繁昌を知る俄雨 明和 ①③
4（ 一町は俄に変わる傘屋 寛政 ①

附表 1　越後屋・呉服店の傘関連の川柳
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No. 越後屋 川　　　　　　　柳 時期 出典

4（ 一丁は傘すぼめたりひらいたり 安永 ③
44 傘はうれはうる程もって居る 安永 ③
45 かし傘をふるまひ水のやうに出し 安永 ③
46 傘のうわかりされるこふく店 安永 ③
4（ 傘はちりあくたより軽く出し 安永 ③
4（ にわか雨傘迄売るやふにみへ ②
49 降り出すと施行のやうに傘をかし 天明 ②③
50 ごふくやも俄の雨でいそがしい ②
51 傘をかす日百両からちがい 安永 ②③
5（ 呉服店降れば降るとて忙しい 安永 ①③
5（ 裾野から大文字の飛ぶ俄雨 安永 ①
54 バラバラすると四五百番は貸し 安永 ①③
55 十本の傘へ印は二千本 文政 ①
56 番傘へうそ八百はいい暮らし 文化 ①
5（ 八百八本ほど呉服屋で貸し 安永 ①③
5（ 番附の傘に掛け値の呉服店 ②
59 傘は内人数でも小千本 安永 ②
60 にわか雨四五百ばんもかしてやり 安永 ③
61 呉服屋をささずに出るは雨宿り 明和 ①
6（ はずかしい事ごふくやに雨宿り 安永 ②③
6（ 傘のふる見世にむざんなあまやどり 安永 ②③
64 こふく店うらめしそうにでてかける 安永 ③
65 げんきんにゆかたをかって傘をかり 天明 ②③

66 呉服屋の裏は傘屋の雨上がり 宝暦 ①③
6（ ゑひす講傘をかへした人ばかり 安永 ③
6（ ゑひす講傘をかへしに来るやつさ 安永 ③
69 帳面で傘取りに来るにかへさず 天明 ②③
（0 夕立の明日ゆびを折こふく店 明和 ③
（1 ごふくやは夕立までも店おろし 天明 ③
（（ 呉服屋の傘内心は返さぬ気 安永 ①②③
（（ 呉服屋の傘返へすものにせず 安永 ①③
（4 夕立のたび小百番行衛なし 天明 ②③
（5 ひと雨に三両ずつとこふく店 安永 ③
（6 ばらばらといふと四五両かしなくし 天明 ③
（（ かり傘に黒田の紋を付てさし 宝暦 ③
（（ 大文字を古骨に売るふとどきさ 安永 ③
（9 ごふくや一軒でくらす六郎兵衛 天明 ③
（0 一軒でえちおち帰る古骨屋 天明 ③

出所）�　①西原柳雨『川柳江戸名物』（春陽堂，19（6 年），②坂本信太郎「川
柳から見た江戸の商店―越後屋呉服店を中心として―」（『早稲田商学』�
（（6，19（（ 年），③鈴木重雅「川柳評萬句合にあらわれたる三井呉服店
の研究」（『浪速大学紀要　人文・社会科学』（，1954 年），同「川柳評
萬句合にあらわれたる三井呉服店の研究（補遺）」（『浪速大学紀要　人
文・社会科学』（，1955 年）．

附表 1続き
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No. 名　前 職　　　業 所在地

 1 小野田彦太郎 地下り万雪踏問屋 十軒店
 （ 大坂屋庄左衛門 下り傘問屋 本町三丁目
 （ 近江屋庄助 下り雪踏問屋／下り傘問屋 本町四丁目
 4 勝田屋善蔵 下り傘問屋 室町一丁目
 5 遠州屋円蔵 下り傘問屋 室町一丁目
 6 河内屋長兵衛 下り雪踏問屋／下り傘問屋 室町二丁目
 （ 大坂屋市右衛門 下り雪踏問屋／下り傘問屋 室町三丁目
 （ 伊勢屋茂八 地下り傘問屋／桃灯問屋 大伝馬町二丁目
 9 松屋弥兵衛 下り傘問屋 通旅籠町
10 村田屋重兵衛 下り傘問屋 通旅籠町
11 井筒屋清兵衛 下り傘問屋 通旅籠町
1（ 大橋屋小左衛門 下り傘問屋 通旅籠町
1（ 大坂屋久兵衛 下り傘問屋 小舟町一丁目
14 紀伊國屋太兵衛 下り傘問屋 小舟町一丁目
15 花沢屋小四郎 下り傘問屋 小舟町一丁目
16 花沢屋六兵衛 下り傘問屋 小舟町一丁目
1（ 松田屋嘉市 下り傘問屋 堀江町一丁目
1（ 村田屋伊兵衛 下り傘問屋 堀江町三丁目
19 万屋長兵衛 下り雪踏問屋／下り傘問屋 堀江町四丁目
（0 大坂屋文六 下り雪踏問屋／下り傘問屋 堀江町四丁目
（1 宮田源兵衛 万雪踏問屋／傘おろし 照降町
（（ 松屋長治郎 万雪踏問屋 照降町
（（ 越後屋徳兵衛 地下り雪踏問屋 照降町
（4 乾屋善太郎 下り雪踏問屋／下り傘問屋 掘留町二丁目
（5 繁本屋孫兵衛 下り傘問屋 伊勢町
（6 伊勢屋源兵衛 下り傘問屋 本船町
（（ 丸屋久兵衛 下り傘問屋 小網町一丁目
（（ 熊野屋作兵衛 下り傘問屋 小網町三丁目
（9 大坂屋由兵衛 下り傘問屋 小網町二丁目
（0 榛原屋仙次郎 下り傘問屋 日本橋通一丁目
（1 伊賀屋喜右衛門 地下り雪踏問屋 日本橋青物町角
（（ 山崎屋茂兵衛 下り傘問屋 本材木町一丁目
（（ 伊勢屋吉兵衛 下り傘問屋 神田鍋町
（4 豊嶋屋甚兵衛 下り傘問屋 鎌倉町
（5 内田屋吉兵衛 下り傘問屋 神田旅籠町二丁目
（6 相模屋清兵衛 下り傘問屋 通新石町
（（ 伊勢屋伊助 下り傘問屋 多町一丁目
（（ 紙屋五郎兵衛 下り傘問屋 馬喰町四丁目
（9 遠州屋半兵衛 下り雪踏問屋／下り傘問屋 万町
40 伊勢屋幸右衞門 下り傘問屋 本湊町
41 白子屋弥兵衛 下り傘問屋 南新堀一丁目
4（ 多田屋新兵衛 下り傘問屋 南新堀二丁目
4（ 越後屋幸次郎 下り傘問屋 芝口一丁目

附表 2　江戸買物独案内にみえる傘関係問屋



58

No. 名　前 職　　　業 所在地

44 碇屋市郎兵衛 下り傘問屋 芝田町九丁目
45 万屋甚兵衛 下り傘問屋 芝田町九丁目
46 伊勢屋新兵衛 下り傘問屋 麹町二丁目
4（ 大和屋喜左衛門 下り傘問屋 本郷一丁目
4（ 小野寺屋十兵衛 下り傘問屋 本郷一丁目
49 伊勢屋十右衛門 下り傘問屋 湯島天神門前町
50 岡崎屋忠蔵 雪踏下駄傘所 浅草北馬道町
51 河内屋源兵衛 桃灯問屋 浅草諏訪町
5（ 野田屋忠次郎 桃灯問屋 下谷池之端仲町

出所）　「江戸買物独案内」文政 （年（三井文庫所蔵参考図書　D409-（0）．

附表 （続き



経営史料からみる越後屋の貸傘（下向井）

59

年 季 記　　　載　　　内　　　容

文政元 1（1（
春

秋

文政 （ 1（19
春

秋

文政 （ 1（（0
春 （向）当 5月中雨天続ニ而，入用前季より相増申候（芝）春以来雨天続ニ而損シ多出来候旁銀高相増申候

秋 （芝）至而安傘相調候ニ付，前季之銀高喰違申候

文政 4 1（（1
春 （芝）春以来天気続ニ而余程之銀高相減申候

秋

文政 5 1（（（
春

（江）春季雨天勝，且御祭礼貸傘等ニ而銀高相増申候
（芝）春以来雨天勝ニ付，銀高相増申候
（大）当五月雨天続ニ付銀高相増申候
（京）�当季傘入用多，余程相嵩，全春以来雨天勝ニ而如此相増候と奉存候，

跡々相減候様精々吟味可仕候

秋 （江）右者深川八幡・神田明神影祭之節，無拠貸遣候ニ付，銀高相増候

文政 6 1（（（
春 （江）右者雨天之砌貸傘多旁銀高相増申候（芝）当春雨天勝ニ而銀高相増申候

秋

文政 （ 1（（4
春

（江）�山王御祭礼節隣町附祭之場所へ無拠貸遣，且十四日八時より町内近
辺ねり候節，雨降出し候ニ付，余程かし遣候処，多分戻り不申，旁
以銀高相増候

（京）春来雨天勝ニ而如此相増申候，跡々相減候様精々吟味可仕候

秋

文政 （ 1（（5
春

（向）春已来雨天勝ニ而前季より銀高相増申候
（大）当春中雨天多く銀高相嵩申候
（京）�当春迚も雨天続ニ而，入用多如此相増し候，跡々相減し候様精々吟

味可仕候

秋

文政 9 1（（6
春

秋

文政 10 1（（（
春 （江）当春雨天勝ニ而貸傘多，其上損□候ニ付，銀高相増候（芝）春中雨天勝ニ而損し多，張替等いたし，依而銀高相増申候

秋

文政 11 1（（（
春

（江）�右者春来雨天勝ニ而，損し多，其上御祭礼ニ付貸傘等在之候ニ付，
銀高相増申候

（向）春已来雨天勝ニ而夥敷入用多，前季より銀高相増申候
（芝）春中雨天勝ニ而銀高相増申候
（大）当年中雨天多く銀高相嵩申候

秋

附表 3　傘の調達に関する注記
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年 季 記　　　載　　　内　　　容

文政 1（ 1（（9
春 （芝）�春中雨天勝，只三月出火之砌先々ニ而致焼失候分も有之，旁以銀高相増申候

秋

文政 1（ 1（（0
春 （大）当春季迚茂雨天多く銀高相増申候

秋

天保 （ 1（（1
春

秋 （京）右傘入用多不都合ニ至，猶諸々義理相詰相減候様可仕候

天保 （ 1（（（
春 （江）右者土用前迄打続雨天ニ付損し多く銀高相増申候

秋 （大）張替多く銀高相増申候

天保 4 1（（（
春 （江）右者夏以来雨天勝ニ付損し多銀高相増候（大）当春季迚も雨天多く銀高相嵩申候

秋 （江）�右者神田御祭礼当日前後雨天ニ付商先江無拠貸傘等致候ニ付，銀高相増候

天保 5 1（（4
春

秋

天保 6 1（（5
春 （芝）当春以来雨天勝故入用員数相増，依而銀高相嵩申候（大）当春季雨天多く銀高相増申候

秋

天保 （ 1（（6
春
（江）右者春中打続雨天ニ付損シ多ク銀高相増申候
（向）春以来雨天続，貸傘多，此所前季より銀高相増申候
（大）当春季雨天多く銀高相増申候

秋

天保 （ 1（（（
春

秋 （向）一紙油相庭高直ニ付，銀高前季より相増申候

天保 9 1（（（
春

（江）�右者当年雨天続，且者山王御祭礼当日前後雨天ニ付商内先江無拠致
貸傘等候ニ付，銀高相増申候

（向）一当春雨天打続候ニ付，前季より銀高相増申候
（大）雨天続ニ而入用相増申候

秋

天保 10 1（（9
春 （大）貸傘追々拵候ニ付，銀高相嵩申候

秋

天保 11 1（40
春 （江）右者暑中雨天続ニ付損し多ク銀高相増申候（芝）右者春以来雨天繁ニ而貸傘等多く旁銀高相増申候

秋 （大）雨無少候得共，貸傘用意新調銀高相増申候

天保 1（ 1（41 春

（江）春中雨天勝有之候ニ付，銀高相増申候
（芝）�右ハ春以来雨天勝ニ而貸傘等多く，且ハ紙類高直旁傘迚も高直，依

而銀高相増申候
（大）�当春季雨繁く道者衆へ多く貸失ひ候も在之ニ付，入用相嵩不詰奉存

候，猶跡々儀理為相詰可申候
（京）雨降繁く御座候ニ付，如此銀高相嵩申候

附表 （続き（1）
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年 季 記　　　載　　　内　　　容

天保 1（ 1（41 秋
（江）右者相庭高直ニ付銀高相増申候
（芝）傘桐油桃灯類，紙高直，依而銀高相増申候
（京）昨秋雨繁く張替傘多く在之候ニ付，銀高相嵩申候

天保 1（ 1（4（
春 （京）張替多有之候ニ付，如此銀高相嵩申候

秋

天保 14 1（4（
春 （大）当夏照続候ニ付，銀高相減し申候

秋

天保 15 1（44
春

秋

弘化 （ 1（45
春 （芝）時々雨天多，渡し傘新規出来候ニ付，銀高相増申候

秋

弘化 （ 1（46
春

（江）当年雨天勝ニ有之銀高相増申候
（向）夏已来雨天勝ニ在之，依而銀高相増申候
（芝）雨天続，且ハ閏月旁渡し傘等多出来，銀高相増申候
（大）当春雨天勝ニ而銀高相嵩申候
（京）�右傘当春雨天続ニ而張替等多く如斯銀高相嵩申候，当季之処成丈ケ

相減候様，駈引可仕候

秋

弘化 4 1（4（
春

秋

弘化 5 1（4（
春 （芝）雨天続新規多調候，旁以銀高相嵩申候

秋

嘉永 （ 1（49
春
（江）雨天勝ニ付銀高相嵩申候
（向）当春中長々雨天続ニ而，傘出多旁以前季より銀高相増申候
（芝）当春已来雨天続，閏月有之等銀高相増申候

秋

嘉永 （ 1（50
春

秋 （芝）雨天多，損し物有之候旁銀高相増申候

嘉永 4 1（51
春

秋

嘉永 5 1（5（
春

秋

嘉永 6 1（5（
春

秋

嘉永 （ 1（54
春

秋 （江）山王御神事年番ニ付，前日雨天勝旁銀高相増申候（向）御祭礼前日雨天ニ而，隣町江多く貸遣候，旁前季より銀高相増申候

附表 （続き（（）
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年 季 記　　　載　　　内　　　容

安政 （ 1（55
春 （江）春中雨天勝故銀高相増申候

秋 （京）修復相廻り候ニ付如此相嵩申候

安政 （ 1（56
春 （京）入用多不都合之至ニ奉存候，当季之処相減候様駈引可仕候

秋 （江）新規相拵候旁如斯銀高相増申候，於当季格別銀高相減候様気配可仕候

安政 4 1（5（
春 （江）春中雨天多ク候ニ付，銀高相増申候（向）春中雨降多旁銀高相増申候

秋 （江）雨天勝并竹高直ニ付銀高相増申候

安政 5 1（5（
春
（江）雨天勝ニ付，銀高相増申候
（向）春中雨降多候ニ付，銀高相増申候
（芝）春中雨天勝ニ而貸傘多差出候ニ付，銀高相増申候

秋 （江）雨天勝，且ハ普請中ニ而諸職人入込候ニ付，銀高相増申候

安政 6 1（59
春 （江）雨天勝，且ハ普請中ニ而諸職人入込候ニ付，銀高相増申候

秋

安政 （ 1（60
春
（向）当春中雨降多，旁銀高相増申候
（芝）当春夏季とも雨天勝ニ而入用多ク銀高相増申候
（大）当春雨天打続ニ付銀高相嵩苦々敷奉存候

秋

万延 （ 1（61
春

秋

文久 （ 1（6（
春

秋

文久 （ 1（6（
春

秋

文久 4 1（64
春

秋 （京）右畳傘提灯之類多分焼失ニ相成，新ニ調入候ニ付，如斯銀高相嵩申候

元治 （ 1（65
春 （向）春中雨降多く，其上直段格外引上ケ候旁銀高相嵩申候

秋

慶應 （ 1（66
春

秋

慶應 （ 1（6（
春

秋 （江）去秋雨天勝ニ而傘損し多候，如此銀高相嵩苦々鋪奉存候

慶應 4 1（6（
春

秋

出所）�　「小遣方目録」「小遣目録」（京本店・江戸本店・江戸向店・江戸芝口店），「雑用方目録」（大坂本
店）を使用．

注）�　史料番号については三井文庫作成の以下の分類目録を参照されたい．『三井文庫所蔵史料主要帳簿目
録（京本店等作成分）』（（（～（（ 頁），『三井文庫所蔵史料主要帳簿目録（江戸本店，大坂本店等作成
分）』（（～1（ 頁［江戸本店分］，（（～9（ 頁［江戸向店分］，140～146 頁［江戸芝口店分］，（16～（（（ 頁
［大坂本店分］）．
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